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１ 管内の状況  

福井健康福祉センター（以下「当センター」という。）の所管区域は、県都である福井市と吉田

郡永平寺町の１市１町です。ただし、平成３１年４月に、福井市の中核市移行に伴い福井市保健

所が設置されたため、保健所業務の所管区域は吉田郡永平寺町の１町のみとなりました。 

管内は嶺北地方の中央部に位置し、人口は県内で最も多くなっています。また、公的医療機関

をはじめとする医療施設に恵まれた環境にあります。特に、福井市には業務管理機能が集積して

おり、技術・研究機能や文化・学習機能が集まり、本県の都市機能の中核を担っています。 

管内の産業は、都市部で商工業やサービス業を中心とする第三次産業が盛んですが、郊外部

では農林業も盛んです。また、日本海に面する沿岸部は越前加賀海岸国定公園に指定された風

光明媚な地域であり、内陸部は大本山永平寺や一乗谷朝倉氏遺跡等名所旧跡に恵まれた土

地柄です。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

表 １ 管 内 の市 町 別 面 積 ・人 口  

（平成31年4月１日現在）
　　　　　区分

市町別 a b 　総　数   c 　男　 　女　 c/a c/b
福井市 536.41 103,097 262,400 127,359 135,041 489.2 2.5

永平寺町 94.43 7,351 19,201 9,301 9,900 203.3 2.6
管　内 630.84 110,448 281,601 136,660 144,941 446.4 2.5
福井県 4190.52 286,993 769,548 373,751 395,797 183.6 2.7
全　国 377,974.17 58,007,536 12,771万人 6,230万人 6,541万人 337.9 2.2

人口密度
(人/k㎡)

世帯当た
り人口

世帯数 
面  積
(k㎡)

人　　        口　　　　　（人）

  
注 面積：「全国都道府県市区町村別面積調」（平成３０年１０月１日現在、国土地理院） 

県内人口・世帯数：「県の人口と世帯（推計）」（福井県地域戦略部統計情報課） 

全国世帯数：「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

(総務省自治行政局、平成３０年１月１日現在) 

 

 

  

１ 福井健康福祉センターの概要 
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表 ２ 管 内 市 町 別 人 口 動 態 実 数 および率  
（平 成 29 年 ）  

 種別 

 

 

市町 

人口 

 

(10 月 1

日現在) 

出生数 

 

(人口 

千対率) 

死亡数 

 

(人口 

千対率) 

乳児 

死亡数 

(出生 

千対率) 

新生児 

死亡数 

(出生 

千対率) 

死産数 周産期 

死亡数 

(出産※2

千対率） 

婚姻数 

 

(人口 

千対率) 

離婚数 

 

(人口 

千対率) 

総数 

(出産※1

千対率） 

自然 

(出産※1

千対率） 

人工 

(出産※1

千対率） 

福井県 767,343 
5,856 9,347 11 5 107 59 48 17 3,381 1,083 

7.6 12.2 1.9 0.9 17.9 9.9 8.0 2.9 4.4 1.4 

管内 280,694 
2,308 3,143 3 3 51 25 26 10 1,319 434 

8.2 11.2 1.3 1.3 21.6 10.6 11.0 4.3 4.7 1.6 

福井市 261,475 
2,201 2,909 2 2 50 24 26 8 1,259 414 

8.4 11.1 0.9 0.9 22.2 10.7 11.6 3.6 4.8 1.6 

永平寺町 19,219 
107 234 1 1 1 1 0 2 60 20 

5.6 12.2 9.3 9.3 9.3 9.3 0.0 18.5 3.1 1.0 

注 １）人口は平成２９年１０月１日現在の日本人人口 ２）乳児：生後１年未満 ３）新生児：生後４週（２８日）未満 

４）出産※１：出生＋死産 ５）出産※２：出生＋妊娠２２週以後の死産 

６）福井県の諸率および人口は、厚生労働省「平成２９年人口動態統計（確定数）の概況」から 

７）市町および管内の人口は、福井県政策情報統計課「福井県の推計人口」から 

８）市町および管内の諸率は、福井県地域福祉課「平成２９年福井県人口動態統計」から 
 

表３ 管内死因別死亡数および率（人口 10 万対） 
（平 成 ２９年 ）  

    市町別 

死因別 
全国 福井県 管内 福井市 永平寺町 

人口 数 124,648,471 767,343 280,694 261,475 19,219 

総死亡 
数 1,340,397  9,347 3,143 2,909 234 

率 1075.3  1218.1 1119.7 1112.5 1217.5 

悪性新生物 
数 373,334  2,399 839 781 58 

率 299.5 312.6 298.9 298.7 301.8 

心疾患 
数 204,837 1534 516 469 47 

率 164.3 199.9 183.8 179.4 244.5 

肺炎 
数 96,841 764 239 211 28 

率 77.7 99.6 85.1 80.7 145.7 

脳血管疾患 
数 109,880 819 277 259 18 

率 88.2 106.7 98.7 99.1 93.7 

老衰 
数 101,396 669 171 162 9 

率 81.3 87.2 60.9 62.0 46.8 

不慮の事故 
数 40,329 372 121 114 7 

率 32.4 48.5 43.1 43.6 36.4 

腎不全 
数 25,134 200 72 69 3 

率 20.2 26.1 25.7 26.4 15.6 

自殺 
数 20,465 113 40 38 2 

率 16.4 14.7 14.3 14.5 10.4 

大動脈瘤 

及び解離 

数 19,126 106 40 36 4 

率 15.3 13.8 14.3 13.8 20.8 

肝疾患 
数 17,018 102 37 36 1 

率 13.7 13.3 13.2 13.8 5.2 

慢性閉塞性 

肺疾患 

数 18,523 119 27 26 1 

率 14.9 15.5 9.6 9.9 5.2 

糖尿病 
数 13,969 109 40 37 3 

率 11.2 14.2 14.3 14.2 15.6 

その他 
数 299,545 2041 724 671 53 

率 240.3 266.0 257.9 256.6 275.8 

注１）市内および管内人口は「福井県の推計人口」から（いずれも平成２９年１０月１日現在の日本人人口） 

注２）市町および管内の諸率はセンターにて算出した（（死亡数/人口）＊100,000）
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表 ４ 医 療 ・薬 事 ・保 健 ・福 祉 施 設 総 括 表 （全 県 ）  

（平成30年4月1日現在）
                         経営主体区分

　施設種別 施設数 定員 施設数 定員 施設数 定員 施設数 定員 施設数 定員
救護施設 1 140 1 140
医療保護施設 1 1 -

地域福祉 地域福祉センター 3 3 -
養護老人ホーム 1 100 8 440 9 540
軽費老人ホーム（Ａ型） 2 100 2 100
軽費老人ホーム(ケアハウス） 16 809 2 50 18 859
有料老人ホーム 4 117 18 736 22 853
サービス付き高齢者向け住宅 1 12 17 715 32 747 1 26 51 1,500
老人福祉センター 4 475 8 1,169 12 1,644
介護実習･普及センター 2 2 -
地域包括支援センター 15 14 9 38 -
生活支援ハウス 1 10 6 67 7 77
老人憩いの家 2 2 4 -
指定介護老人福祉施設 70 4,468 70 4,468
介護老人保健施設 3 180 6 607 27 2,317 36 3,104
指定介護療養型医療施設 14 276 14 276
指定訪問介護事業所 39 132 171 -
指定訪問看護ステーション 11 70 81 -
指定通所介護事業所 82 2,798 103 3,528 185 6,326
地域密着型通所介護 26 390 61 744 87 1,134
指定通所リハビリテーション事業所 6 6 56 5 73 -
指定短期入所生活介護事業所 102 1,098 11 243 113 1,341
指定認知症対応型通所介護事業所 27 340 34 358 61 698
指定小規模多機能型居宅介護事業所 32 716 53 1,341 85 2,057
指定夜間対応型訪問介護事業所 1 1 -
指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 6 6 12 -
看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 83 10 247 13 330
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護
予防認知症対応型共同生活介護事業所 39 513 51 713 90 1,226
指定地域密着型介護老人福祉施設 36 884 36 884
指定特定施設入居者生活介護事業所、指定介護予
防特定施設入居者生活介護事業所 24 677 10 224 34 901
視覚障がい者情報提供施設 1 1 -
身体障がい者福祉センター 1 1 -
指定居宅介護事業所 27 79 106 -
指定短期入所事業所 2 45 96 9 17 56 113
指定療養介護事業所 2 210 2 210
指定生活介護事業所 1 (15) 30 (569) 17 (176) 48 (760)

10 49 4 20 14 69
(74) (38) (112)

指定就労移行支援事業所 35 (316) 5 (48) 40 (364)
指定就労継続支援Ａ型事業所 17 (380) 50 (995) 67 (1,375)
指定就労継続支援Ｂ型事業所 50 (1,211) 25 (452) 75 (1,663)
指定共同生活援助事業所 101 804 12 89 113 893

28 1,743 28 1,743
22 4 26 -

児童一時保護所 2 31 2 31
助産施設 2 9 1 1 2 21 5 31
乳児院 2 32 2 32
児童自立支援施設 1 45 1 45
児童養護施設 5 205 5 205
児童家庭支援センター 4 4 -
児童発達支援センター 2 (50) 2 (30) 2 (25) 6 (105)
指定児童発達支援事業所 1 (15) 2 (20) 17 (160) 20 (195)
指定放課後等デイサービス事業所 2 (20) 12 (138) 47 (500) 61 (658)
指定保育所等訪問支援事業所 1 2 10 13 -
福祉型障がい児入所施設 2 35 2 35
医療型障がい児入所施設 1 50 2 210 3 260
母子生活支援施設 1 20世帯 1 20世帯
児童厚生施設 54 50 104 -
保育所 102 8,699 77 8,095 2 166 181 16,960
認定こども園 19 2,372 71 8,699 13 2,398 103 13,469

1 1 -
一時保護所（女性） 1 10 1 10
婦人保護施設 1 15 1 15
低額診療施設 1 7 8 -
隣保館 5 5 -

4 4 -
230 12,008 1,191 35,890 1,015 14,655 6 26 2,442 62,579

(100) (2,594) (2,394) (5,088)
20世帯 20世帯

　　　　　・（　　）は通所
　　　　　・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護（ショートステイ）を含む。

その他の法人 その他 計
所管課

生活保護
地域福祉課

公共団体 社会福祉法人

母子福祉施設

婦人福祉

老人福祉

長寿福祉課

介護保険

身体障がい者
福祉

障がい福祉
サービス

指定自立訓練事業所

指定一般相談支援事業所

指定障がい者支援施設

障害福祉課

子ども家庭課

障害福祉課

子ども家庭課

地域福祉課

（注)　　・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、「その他の法人」は
　　　　　　社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。

その他

ふくい健康の森

計

児童福祉
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２ 沿   革  

 

高志福祉事務所 

昭和 26 年 10 月 高志地方事務所が発足（厚生係） 

昭和 31 年 2 月 高志事務所・福祉課と改称 

昭和 37 年 4 月 高志福祉事務所独立。民生課、保護課の 2 課制となる。 

昭和 52 年 4 月 家庭児童相談室の新設 

平成 9 年 4 月 松本合同庁舎から福井保健所庁舎内に事務所移転。 

民生課を地域福祉課に改称 

 

福井保健所 

大正 12 年 2 月 福井市毛矢町に木田簡易健康保健相談所を開設 

昭和 19 年 10 月 旧保健所法（昭和 12 年法律第 42 号）に基づき、福井市毛矢町に福井保健

所として発足 

昭和 20 年 7 月 戦災により焼失、福井市内の仮庁舎（福井市役所・済生会病院など）で執務 

昭和 22 年 9 月 保健所法の制定（昭和 22 年 9 月 5 日法律第 101 号） 

昭和 24 年 3 月 福井市松陰町に木造庁舎を建設。A 級保健所に昇格し、4 課制（総務課・衛 

生課・保健予防課・普及課）となる。 

昭和 25 年      森田保健所を統合 

昭和 38 年 3 月 丹生郡殿下村が福井市編入により福井保健所の所管となる。 

昭和 38 年 9 月 福井市西木田 1 丁目に新築移転 

昭和 42 年 5 月 坂井郡川西町の福井市編入により、金津保健所川西支所を統合 

昭和 43 年 11 月 川西支所を廃止 

昭和 46 年 6 月 検査課を新設 

昭和 53 年 4 月 と畜検査事務を食肉衛生検査所（新設）へ移管 

昭和 55 年 4 月 衛生課を廃止し、食品衛生課・環境衛生課を新設、6 課制（総務課・食品衛 

生課・環境衛生課・検査課・保健予防課・普及課）となる。 

平成 5 年 10 月 福井市西木田 2 丁目に新築移転 

平成 6 年 7 月 保健所法から地域保健法に改正 

平成 9 年 4 月 地域保健法の全面（完全）施行。課の名称変更（総務課・食品衛生課・環境 

衛生課・衛生検査課・健康増進課・保健指導課） 

平成 10 年 4 月 福祉保健推進室を新設 
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福井健康福祉センターとして統合 

 

平成 12 年 4 月 高志福祉事務所と福井保健所が統合し、福井健康福祉センターとなる。 

 

 

 

平成 18 年 4 月 丹生郡旧越廼村、旧清水町が福井健康福祉センターの所管となる（同年 2

月足羽郡美山町、丹生郡越廼村、清水町が福井市に編入合併。同月吉田

郡松岡町、永平寺町、上志比村が合併し「永平寺町」となる）。 

平成 22 年 4 月 保健指導課を廃止し、地域保健課を新設 

平成 24 年 4 月 医療監査室を新設、検査事務を衛生環境研究センターへ移管し、衛生検査

課を廃止。５課２室（地域支援室・医療監査室・福祉課・地域保健課・健康

増進課・生活衛生課・環境廃棄物対策課）となる。 

平成 31 年 4 月 福井市保健所設置に伴い部制を廃止。医療監査室を丹南健康福祉センター

に移管し、３課１室（地域支援室・福祉課・地域保健課・環境衛生課）となる。 

 

＜６課１室＞ 地域支援室 

福祉保健部・・・福祉課・健康増進課・保健指導課 

環境衛生部・・・生活衛生課・環境廃棄物対策課・衛生検査課 
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３ 組   織                                        （令和元年 6 月 1 日現在）   

 
 

                地域支援室 
 
 
 
 
                                               
 
 
                      福祉課 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      地域保健課 
 
 
 
所長(医幹)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            環境衛生課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)地域における保健・医療・福祉および環境の 
総合的企画調整に関すること 

(2)医療政策に関すること 
(3)健康危機管理に関すること 
(4)感染症（結核、エイズ、肝炎対策）・防疫に関 

すること 
(5)地域医療連携に関すること 

(6)保健指導業務に関すること 
(7)精神保健福祉法に関すること 
(8)健康づくり（がん対策、生活習慣病）に関する 

こと 
(9)健康増進法および栄養士法の施行に関する 

こと 
(10)食品表示法（健康増進関連）に関すること 
(11)母子保健に関すること 
(12)難病対策、小児慢性特定疾患に関すること 
(8)歯科保健に関すること 
 (1)食品衛生・食中毒予防の推進に関すること 
(2)動物愛護・犬による苦情の相談に関すること 
(3)生活衛生（営業六法）に関すること 
(4)水道・飲用井戸の指導に関すること 
(5)浄化槽・温泉・特定建築物などの届出に関す 

ること 
(6)食品表示法（健康保護関連）に関すること 

(1)庶務・会計に関すること 
(2)財産管理に関すること 
(3)医務関係法令の施行に関すること 
(4)薬機法、毒劇物等の法の施行に関すること 
(5)障害者差別解消法の施行に関すること 

(7)廃棄物適正処理の推進に関すること 
(8)ごみ減量化・リサイクルの推進に関すること 
(9)環境保全および公害防止に関すること 

(1)生活保護、身体障がい者・知的障がい者福
祉、障がい者自立支援、児童福祉、児童虐
待防止、母子・父子・寡婦福祉、売春防止、
DV 防止の各法に関すること 

(2)女性、母子・父子・寡婦、児童の相談に関す
ること 

(3)民生委員・児童委員の指導育成に関すること 
(4)福祉のまちづくり条例に関すること 
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４ 課・室別職種別職員配置表  
 

（令和元年 6 月 1 日現在） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     課  室 

 

 

 

 種  別 

地

域

支

援

室 

福 
 
 

 
 

祉 
 
 

 
 

課 

地 
 

域 
 

保 
 

健 
 

課 

環 
 

境  

衛  
生 

 

課 

合

 

計 

事  務  吏  員 3 3  1 7 

医      師 1 
（所長・医幹） 

   1 

獣   医   師    1 1 

薬   剤   師 1   2 3 

保   健   師   6  6 

診療放射線技師   (兼 1)   

歯 科 衛 生 士      

化      学    1 1 

栄   養   士   1  1 

社 会 福 祉 士      

非 常 勤 医 師  (兼 1) 1  1 

相   談   員  2   2 

団  体  職  員    2 2 

合   計 5 5 8 7 25 



 

- 8 - 

 

５ 福井健康福祉センター運営協議会  

保健、医療、福祉、環境に係る施策を地域住民の意向に沿って推進するために、当センターの

運営に関する事項を審議する「運営協議会」を設置しています。 

表１ 福井健康福祉センター運営協議会開催状況                 （平成３０年度） 

 

表２ 福井健康福祉センター運営協議会委員名簿         （平成３１年４月１日現在） 

区  分 氏  名 役 職 名 

 

医 療 関 係 団 体 

〃 

社会福祉関係団体 

〃 

 

学 校 関 係 

事 業 場 

一 般 住 民 

 

〃 

市 町 

〃 

 

安 川  繁 博 

岡 田  正二郎 

多 田  博 幸 

砂 村  洋 子 

 

牧 野  清 恵 

北 野  憲太郎 

野 川 惠美子 

 

堀 江  俊 子 

山 田  幾 雄 

河 合  永 充 

 

福井市医師会会長 

福井市歯科医師会会長 

永平寺町社会福祉協議会会長 

永平寺町民生委員児童委員協議会 

会長 

 

福井市養護教諭部長 

福井食品衛生協会会長 

永平寺町食生活改善推進員会会長 

 

永平寺町女性連絡協議会代表 

福井市福祉保健部長 

永平寺町長 

       (任期：平成３１年４月１日～令和３年３月３１日) 

開 催 日 平成３１年２月２８日（木） 

場  所 当センター ３階 大会議室 

議   題 平成３０年度主要事業について 

主な発言 

・「こあら広場」を永平寺町で実施する場合は、広報等に協力する。 

・歯科健診受診後の受療結果報告の提出率の改善が必要である。 

・小学校に対してフッ化物洗口の普及に努めていくべきである。  
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６ 主な定期業務  

（平成３１年４月１日現在） 

項  目 日  程 受付時間 備  考 

身体・知的障がい者（児）相談  

月 曜 日 ～金 曜 日 8:30～17:15 

福井市の方は、 

｢福井市福祉事務

所」にご相談くださ

い 

母子（父子）家庭・寡婦相談  

女 性 相 談 

家 庭 児 童 相 談 

栄 養 成 分 表 示 相 談 月 曜 日 ～金 曜 日 9:00～17:00 予 約 制 

エ イ ズ ・ 肝 炎 相 談 月 曜 日 ～金 曜 日 8:30～17:15  

エイズ検査 通 常 検 査 毎月第 1 月曜日 14:00～16:00  

肝炎検査 通 常 検 査 毎月第 1 月曜日 14:00～16:00  

精神保健 

相談 

精神科医師に

よる 
月 2 回程度 

日程をお問い合わせください 
 予 約 制 

保健師による 月 曜 日 ～金 曜 日 8:30～17:15 
できれば

事 前 に連 絡 
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１ 医療施設の状況 

医療機関を開設する場合や構造設備等を変更する場合には許可申請を、廃止する場合や診

療日時、科目等に変更があった場合には届出が必要となっています。当センターではそれらの申

請・届出を受理し、審査・集計を行っています。 

県では、「医療情報ネットふくい」(※)としてホームページを開設し、診療科目や医師・看護師等

医療従事者の配置状況などを広く県民にお知らせしています。 

（※福井県ホームページ http://www.pref.fukui.lg.jp/ から入る場合は、 

   「救急医療情報」→「医療情報ネットふくい」 http://www.qq.pref.fukui.jp/qqport/kenmintop/ ） 

 

表 1 医療施設数および病床数     （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

     項目 

 

 市町別 

医 療 施 設 数 病  床  数 

病院 
一  般 

診療所 

歯  

科 

診 

療 

所 

一般 療養 結核 精神 

感 

染 

症 

計 

平成 29 年度 28  273 145 4,084 989 24 1,201 8 6,306 

平成 30 年度 28 
有床 無床 計 

144 4,042 941 24 1,192 8 6,207 
34 235 269 

  福井市 27 34 224 258 137 3,483 941 24 1,151 8 5,607 

  永平寺町 1 0 11 11 7 559 0 0 41 0 600 

福井県 68 570 297 7,354 2,135 47 2,206 16 11,758 

全  国 8,353 102,115 68,458 975,064 323,757 4,747 328,598 1,884 1,634,050 

         

 

２ 医療従事者数 

 国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師および業務に従事する看護職・歯科衛生士・歯科技工

士は、２年に一度、１２月３１日現在における氏名や住所地、就業地を、翌年１月１５日までに届け

出ることが義務付けられています。当センターではそれらの届出を受理し、審査・集計を行っていま

す。 

２ 医務 

http://www.pref.fukui.lg.jp/
http://www.qq.pref.fukui.jp/qqport/kenmintop/
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表２　管内従事医師、歯科医師および薬剤師数 （平成28年12月31日現在）

その他
（無職・不詳含む）

940 910 25 5 198 665

389 368 21 0 17 86

1,329 1,278 46 5 215 751

2,002 1,922 73 7 434 1,426

319,480 304,759 12,403 2,318 104,533 301,323

左以外従事者
薬剤師

福井県

全国

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）

医療施設従事者

医師

総数
歯科医師

福井市

永平寺町

福井管内

 

表３　管内看護職、歯科衛生、歯科技工士就業数 （平成28年12月31日現在）

保健師 助産師 看護師 准看護師 歯科衛生士 歯科技工士

232 131 4,215 1,096 313 115

20 20 785 26 14 6

252 151 5,000 1,122 327 121

549 242 8,497 2,953 698 268

51,280 35,774 1,149,397 323,111 123,831 34,640全国

永平寺町

福井管内

福井県

福井市

 
（厚生労働省「衛生行政報告例」・「業務従事者届」） 

 
 

 

 

医療法第２５条第１項の規定に基づき、病院、診療所が定められた人員、構造設備を有し、か

つ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、科学的でかつ、適正な医療を行

う場にふさわしいものとすることを目的として立入検査を実施しています。 

平成２４年度から当センターに医療監査室を設置し、それまで嶺北４健康福祉センターで行って

いた立入検査業務を集約して実施していましたが、令和元年度から丹南健康福祉センターに移転

しています。 

＜実施頻度＞ 

  病院：１回／年    有床診療所：１回／３年    無床診療所・歯科診療所：１回／５年 

 

平成３０年度 立入施設数 

 福井 坂井 奥越 丹南 嶺北計 福井県 

病 院 27 7 6 17 57 67 

有床診療所 12 0 1 4 17 19 

無床診療所 34 4 7 17 62 75 

歯科診療所 21 2 8 18 49 57 

合 計 94 13 22 56 185 218 

３ 病院・診療所の立入検査 
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１ 薬事関係施設の状況 

薬局の開設、医薬品や医療機器等の製造販売をする場合には、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律 (※旧薬事法)に基づき、許可・届出が必要となりま

す。 

管内の薬事関係施設数は県内全施設数の半数を占め、特に医療機器販売・貸与業が多く、ま

た大手医薬品会社の営業所となる卸売販売業が管内に集中しています。 

 

表１ 薬事関係施設数および監視数     （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

区分 

施設数 

監視数 
福井県 

  
管内 

福井市 永平寺町 

医 
 
 

 

薬 
 

 
 

品 

薬    局 293 113 7 120 102 

製造業 14 2 - 2 1 

薬局製造業 23 10 - 10 4 

製造 

販売業 

第１種 1 - - - - 

第２種 5 - - - - 

薬局 23 10 - 10 4 

店舗販売業 220 74 5 79 33 

卸売販売業 77 57 - 57 23 

薬 種 商 販 売 業 2 1 - 1 0 

配置販売業 94 6 - 6 0 

医薬 製 造 業 4 2 - 2 3 

部外品 製造販売業 7 5 - 5 3 

化粧品 
製 造 業 15 6 - 6 4 

製造販売業 11 6 - 6 5 

再生医療等製品 販売業 11 8 - 8 3 

医 

療 

機 

器 

製 造 業 96 23 - 23 3 

修 理 業 41 37 - 37 10 

製造 

販売業 

第１種 5 3 - 3 1 

第２種 5 - - - - 

第３種 54 15 - 15 3 

販売業 
高度管理医療機器等 383 214 8 222 50 

管理医療機器 1572 794 37 831 8 

貸与業 
高度管理医療機器等 142 95 3 98 40 

管理医療機器 58 35 - 35 0 

計 3156 1516 60 1576 300 
 

４ 薬務 
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当センターでは、開設時などの通常監視指導のほか、「医薬品等一斉監視指導」、「医療機器

等一斉監視指導」の各強化期間に監視指導を実施し、医薬品販売業者に対しては、医薬品等の

品質管理や購入者に対する適切な情報提供や薬剤師および登録販売者等の配置などについて、

医療機器販売業者等に対しては、販売管理体制などについて指導しています。 

 

２ 毒物劇物関係施設の状況 

毒物または劇物を販売する場合や販売または授与の目的で製造等を行う場合、「毒物及び劇

物取締法」に基づく登録・届出が必要となります。 

管内の施設数は次表のとおりで、これらの施設に対し、毒物・劇物の流失等の事故防止や盗難

防止を図るため、保健衛生上の見地から、適切な管理に必要な取締りを行っています。 

表２ 毒物劇物関係施設数および監視数 （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

区分 

施設数 

監視数 
福井県 

  
管内 

福井市 永平寺町 

販
売
業 

毒
劇
物 

一 般  349 164 4 168 25 

農 業 用 品 目  124 22 1 23 6 

特 定 品 目  21 11 - 11 0 

取
扱
者 

業
務
上 

電 気 メ ッ キ 業 17 4 - 4 1 

金属熱処理業 - - - - - 

運 送 業 9 3 1 4 0 

毒 劇 物 製 造 業 者 42 14 - 14 10 

毒 劇 物 輸 入 販 売 業 者 4 3 - 3 1 

特 定 毒 物 研 究 者 9 5 2 7 0 

計 575 226 8 234 43 

３ 薬物乱用防止対策 

薬物乱用を許さない社会環境づくりを推進するため、薬物乱用防止指導員の協力を得て、街頭

キャンペーンや大学、高等学校、中学校、および小学校等での薬物乱用防止教室を実施し、麻薬、

覚せい剤、大麻等の薬物に対する正しい知識と薬物乱用による悪影響について広報啓発活動を

行っています。 

また、麻薬や向精神薬の適正使用や紛失・盗難防止の徹底を図るため、これらの薬物を治療

目的で取り扱っている医療機関や薬局等の施設に対し立入検査を実施し、適切な保管管理等に

ついて指導しています。 
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表３ 麻薬・向精神薬等取扱施設数および監視数（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

区分 管内取扱施設数 監視数 

薬局 120  105  

病院等 442  74  

その他 22  31  

 

 

４ 血液事業 

献血により得られた血液を原料とした血液製剤の安定供給の推進と、広く県民各層に献血に関

する理解と協力を求めるため、「愛の血液助け合い運動」(７月)や「はたちの献血キャンペーン」(１

月～２月)として、街頭キャンペーン等の普及啓発活動に協力しています。 

 

  

表５ 移動採血車による献血状況    単位：人 

  
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

目   標 実   績 目   標 実   績 目   標 実   績 

福 井 県 20,000 19,782 20,410 18,295 19,150 18,748 

福 井 市 7,757 7,391 8,760 6,761 7,700 7,620 

永平寺町 265 365 300 376 500 303 

                                  （福井県赤十字血液センター調べ） 

啓発活動 実施期間 内容 

不正大麻・けし撲滅運動 5 月 1 日～6 月 30 日 
植えてはいけないけし等パト

ロールを実施 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 6 月 20 日～7 月 19 日 

「ダメ。ゼッタイ。」ヤング街

頭キャンペーンの実施および

国連支援募金活動 

麻薬・覚せい剤乱用防止運動 10月 1日～11月 30日 
大学祭等でキャンペーンを実

施 

薬物乱用防止教室の開催 随時 

小学校 41 校、中学校 30 校、高

等学校 12 校、大学 4 校で薬物

乱用防止教室を開催 

表４ 平成 30 年度薬物乱用防止対策啓発状況 
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１ 生活保護制度 

（１）生活保護制度の目的 

生活保護は、日本国憲法第２５条に規定する理念により、昭和２５年に制定された生活保護

法に基づいて、生活に困窮する全ての国民に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行

い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 

 

 

（２）生活保護制度の基本原理 

 

 

 

 

 

 

（３）生活保護実施上の原則 

 

 

（４）保護の要否                  

  保護が受けられる場合                保護が受けられない場合 

 

 

 

（５）生活保護の種類と方法 

 

 

最 低 生 活 費 

収  入 保護費 

最 低 生 活 費 

収  入 

５ 生活保護・生活困窮者自立支援 

①国家責任による最低生活保障の原理 

②保護請求権無差別平等の原理 

③健康で文化的な最低生活保障の原理 

④保護の補足性の原理 
（ア）資産の活用 

（イ）能力の活用 

（ウ）私的扶養の優先 

（エ）他法他施策の活用 

①申請保護の原則 

②基準および程度の原則 

③必要即応の原則 

④世帯単位の原則 

 

 

 

①生活扶助 …衣食その他日常生活費等 

②教育扶助 …義務教育にかかる教材費等 

③住宅扶助 …家賃・地代・住宅維持費等 

④医療扶助 …診察・薬剤・治療材料費等 

⑤介護扶助 …居宅介護費・施設介護費・介護予防費等 

⑥出産扶助 …分娩の介助費等 

⑦生業扶助 …技能取得費・高等学校就学費等 

⑧葬祭扶助 …火葬・埋葬費等 



 

- 16 - 

 

（６）実施状況 

管内における生活保護受給者は、１０年前の平成２０年度には２５世帯２９人でしたが、平成 

３０年度は３７世帯４２人に増加しています。（いずれも当該年度の平均、表１） 

世帯の構成人員、年齢区分別被保護人数（表２）については昨年度に比べ大幅に増え、世帯

類型では高齢者世帯が微増しています（表３）。 

管内の被保護世帯は、高齢者、傷病者・障がい者が全体の８割以上を占めており（表３）、町、

民生委員、医療機関、介護サービス事業所等と密接な連携をとりながら、適切な援助方針を立て

て支援を行っています。また、稼働年齢層の被保護者については就労意欲の喚起を図り、福井公

共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業の活用を図る等、経済的自立へ

の支援を行っています。 

 

   表１ 被保護世帯の構成人員の状況（永平寺町内）       

区  分 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 計 

29 年度（世帯数）   29   4  0  0  0  0  33 

30 年度（世帯数）   32   5  0  0  0  0  37 

30 年度構成比（％） 86.5 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

 

表２ 年齢区分別被保護人員（永平寺町内）              
 

幼少年齢層 稼働年齢層 老齢年齢層  

 

区 分  

 
 
 

～ 
 
 

歳 

  
 

～ 
 
 

歳 

小 
 
 

計 

  
 

～ 
 
 

歳 

  
 

～ 
 
 

歳 

  
 

～ 
 
 

歳 

小 
 
 

計 

 
  

～ 
 
 

歳 

 
 

歳 

以 

上 

小 
 
 

計 

計 

29 年度（人） 0 0 0 0 12 5 17 5 15 20 37 

30 年度（人） 0 0 0 0 15 2 17 6 19 25 42 

 

 

 

 

(平成 31 年 4 月 1 日現在) 

(平成 31 年 4 月 1 日現在) 

5 

6 

14 

15 

19 

20 

59 

60 

64 

65 

69 

70 0 
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表３ 被保護世帯の世帯類型の状況（永平寺町内）        

区  分 高齢者世帯 母子世帯 傷病・障がい者世帯  その他の世帯 計 

29 年度（世帯数）  １6   0   １2   5  33 

30 年度（世帯数）  １9   0   13   5  37 

30 年 度 構 成 比 （％） 51.4 0.0 35.1 13.5 100 

 

 

２ 生活困窮者自立支援制度 

（１）生活困窮者自立支援制度の目的 

平成２７年４月から生活困窮者自立支援法が施行されたことに伴い、自立相談支援事業、住

宅確保給付金事業、就労準備支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業を行っています。

この制度は、生活保護に至る前の段階から生活困窮者の自立を促進するための支援を行うこと

で、困窮状態からの早期脱却や貧困の連鎖の防止を図ることを目的としています。管轄区域は

生活保護と同じく永平寺町１町となっています。 

平成３０年度の新規相談受付件数は ６件、就労者数は １人、生活保護受給に至った方は

３人でした（表４）。また、平成３０年度の学習教室参加者数は、小学生１０人、中学生 ３人、延

べ３３３人でした（表５）。 

 

（２）生活困窮者自立支援制度の内容 

①自 立 相 談 支 援  …相談者の状況や抱えている問題をアセスメントし、自立に向けたプランを

個別に作成し支援をします。 

②住居確保給付金 …離職等により住居を失った、もしくは失うおそれのある場合、就職にむけ

た活動を条件に家賃相当額を一定期間給付します。 

（収入・資産の要件あり、支給期間：原則３か月） 

③就 労 準 備 支 援  …直ちに就労することが困難な方に、一般就労に向けた支援および就労 

機会の提供を行います。 

④家 計 相 談 支 援  …相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画作成や 

関係機関へのつなぎ、貸付のあっせん等により早期の生活再建を支援 

⑤子どもの学習支援 …生活困窮家庭、ひとり親等の小学生・中学生を対象とする学習教室の 

実施 

(平成 31 年 4 月 1 日現在) 
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表４ 自立相談支援状況 

年    度  
新規相談 

受付件数 
就労者数 増収者数 

生活 保 受

給開 始 者  

平 成 ２ ９ 年 度 ３件  １件  １件  １件  

平 成 ３ ０ 年 度 ６件  １件  １件  ３件  

 

表５ 学習教室参加者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年    度  
小学 生  中学 生  

実人 員  延人 員  実人 員  延人 員  

平 成 ２ ９ 年 度 ５人  １１７人  ４人  ４１人  

平 成 ３ ０ 年 度 １０人  ２４９人  ３人  ８４人  
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県では、「第三次福井県元気な子ども・子育て応援計画」を策定し、子育て支援のための様々な

施策を実施しています。当センターにおいても、市町や児童相談所等と連携し、児童福祉の推進に

努めています。 

１ 家庭相談員による相談支援 

家庭相談員が関係機関と緊密な連携をとりながら、必要な相談・援助にあたっています。 

表１　家庭相談員の相談受付状況

児
童
虐
待

そ
の
他

肢
体
不
自
由

視
聴
覚

障
が
い

障
が
い
等

言
語
発
達

障
が
い

重
症
心
身

知
的
障
が
い

発
達
障
が
い

ぐ
犯
行
為
等

触
法
行
為
等

性
格
行
動

不
登
校

適
　
性

し
つ
け

延件数 0 95 0 0 0 2 0 0 23 0 0 76 124 47 32 0 399

実人数 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 14 6 2 11 0 44
延件数
構成比
(％) 0.0 23.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 19.0 31.1 11.8 8.0 0.0 100.0

延件数 0 85 0 5 0 5 0 0 15 0 0 80 115 26 41 12 384

実人数 0 6 0 1 0 2 0 0 1 0 0 10 5 4 6 1 36
延件数
構成比
(％) 0.0 22.1 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 20.8 29.9 6.8 10.7 3.2 100.0

３
０
年
度

２
９
年
度

そ
の
他
の
相
談

合

計

養護相談

保
健
相
談

障がい相談 非行相談 育成相談

　　　　事　項

　件数等

 

２ 児童虐待防止専門研修会の開催  

主任児童委員、保育士、幼稚園・小中学校教員等を対象とした児童虐待防止専門研修会を

年１回開催しています。 

 

表２ 児童虐待防止専門研修会実施状況                       （平成３０年度） 

開催日・会場 内容 講師 参加者 

平成 31 年 3 月 5 日 

福井県生活学習館 

講演「児童虐待を地域で予防する

ために～わたしたちができること

～」 

福井心のクリニック 

臨床心理士 

 齊藤 荘二 氏 

56 人 

 

 

６ 児童福祉 
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県では、「第６次福井県障害者福祉計画」を策定し、障がい者が住みなれた地域で安心して生き

がいのある暮らしができる社会の実現に向けて、様々な取り組みを行っています。 

当センターにおいても、身体障害者手帳の交付、傷害児福祉手当・特別障害者手当の給付等を

行い、身体障害者の福祉の向上に努めています。 
 

１ 身体障害者手帳の交付 

補装具、各施設入所などの各種援助を受ける場合や、税の減免、鉄道運賃の割引などのサー

ビスを受ける場合の身体障がい者の証票として交付しています。 

  表１ 健康福祉センター別身体障害者手帳交付者数          （平成31年3月31日現在） 

健康福祉センタ

ー名 
福 井 坂 井 奥 越 

丹   南 
二 州 若 狭 合 計 

鯖 江 武 生 

30 年度 13,125 5,712 3,358 4,555 4,323 4,531 2,842 38,446 

  表２ 管内障がい等級別身体障害者手帳認定者数（福井市・永平寺町内）(平成31年3月31日現在） 

 重度障害者 
3 級 4 級 5 級 6 級 計 

1 級 2 級 

視   覚 309 264 62 44 114 60 853 

聴覚・平衡 58 226 145 277 11 477 1,194 

音声・言語・そしゃく 15 11 67 49   142 

肢   体 1,317 1,289 1,539 1,963 546 320 6,974 

内   部 2,180 81 838 774   3,873 

計 3,879 1,871 2,651 3,107 671 857 13,036 

※認定件数は複数の障がいを持つ方がいるので交付者数と一致しない 

２ 特別障害者手当等の支給 

身体または精神の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態に

ある在宅の最重度障がい（児）者について、その負担を軽減する手段として手当を支給していま

す。 

  表３ 特別障害者手当等の受給者数                  （平成 31 年 3 月 31 日現在） 

手当の名称 手当の額 永平寺町 額の改定 平成 3１年 4 月～ 

特別障害者手当 26,940 円/月 
(17) 

15 
27,200 円/月 

障害児福祉手当 14,650 円/月 
(9) 

8 
14,790 円/月 

※ （ ）内は平成 30 年３月３１日現在の数値 

７ 障がい者（児）福祉 
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３ 福祉のまちづくり 

（１）福祉のまちづくり条例 

障がい者や高齢者を含む全ての方が、自らの意思で自由に社会生活活動に参加できるよう、県

では「福祉のまちづくり条例」を定め、官公庁施設、医療施設、社会福祉施設、商業施設など、多

数の方が利用する施設で、障がい者用駐車場や点字ブロックなどの設置、段差の解消などのバリ

アフリーを推進しています。 

  表４ 「福祉のまちづくり条例」適合証交付施設数 

機 関 名 

（所管区域） 

医療   

施設 

社会  

福祉     

施設 

商業 

施設 

教育  

施設 

集会  

施設 

公益  

事業           

施設 

共同  

住宅 

そ の 他 

合計 

当センター 

（永平寺町） 

（1） 

1 

（5） 

5 

（0） 

1 

（1） 

1 

（2） 

2 

（1） 

1 

（0） 

0 

（10） 

11 

   ※ （ ）内は平成３０年３月３１日現在の数値 

 

（２） ハートフル専用パーキング利用証制度 

県では平成１９年１０月から、公共施設やショッピングセンターなどで、障がい者などが、駐車場

を快適に利用できるよう、ハートフル専用パーキング（身体障がい者等用駐車場）制度を実施して

います。ハートフル専用パーキングは、利用証をお持ちの方がご利用いただける駐車場で、障がい

者、高齢者、けがをされている方、妊娠中や産後の方など歩行が困難な方に、県内共通の「ハート

フル専用パーキング（身体障がい者等専用駐車場）利用証」を交付しています。 

 

表５ 利用証交付数・協定施設数  (平成 31 年 3 月 31 日現在) 

 福井市・永平寺町内 

有効交付数 2,973 

協定施設数 266 

          ※ 有効交付数とは、利用証の有効期限が切れていない枚数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成 31 年 3 月 31 日現在) 
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婦人保護事業は、当初、「売春防止法」に基づき実施されてきましたが、近年、個人の尊厳を脅

かす配偶者等からの暴力（いわゆるドメスティック・バイオレンス、DV）や男女問題、離婚問題など

女性をとりまく問題は、社会状況の変化とともに大きく変わってきています。 

当センターでは、ＤＶ被害者等に対して、女性相談員が関係機関と緊密な連携をとりながら、必

要な相談・援助にあたっています。 

また、関係機関の職員を対象に、ＤＶに関する制度の理解促進、相談対応の技術向上等を図

るために、ＤＶ事例検討会を年１回開催しています。 

 

女性相談受付状況 　　　　　　　　　　　　　　　　                   　
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42 20 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 73

57 64 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
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神

的

問

題
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娠
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出

産

病

気
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の

他
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計

住

宅

問

題

・

帰
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先

な

し

そ
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他
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計
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職
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金

そ
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他

小

　
　
　
　
　
計

 
 

 

 

８ 女性福祉 
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県では、「第４次福井県ひとり親家庭自立支援計画」を策定し、ひとり親家庭の支援のための

様々な施策を実施しています。 

このうち、当センターにおいて、母子・父子自立支援員が母子・父子・寡婦のあらゆる相談に応じ、

精神的、経済的自立に必要な助言指導を行っています。 

住

宅

医

療

家

庭

紛

争

就

労

養
　
　
育
　
費

そ

の

他

養

育

教

育

非

行

そ

の

他

母
子
福
祉
資
金

寡
婦
福
祉
資
金

児
童
扶
養
手
当

生

活

援

護

そ

の

他

相談
件数 0 0 18 6 0 12 1 4 0 6 3 2 2 0 2 56

相談
回数 0 0 71 73 0 51 5 20 0 24 6 13 3 0 4 270

相談
件数 0 1 6 5 2 17 0 4 0 0 6 1 0 0 3 45

相談
回数 0 24 58 31 9 68 0 23 0 0 24 33 0 0 5 275

３
０
年
度

２
９
年
度

生 活 支 援

計

　　　　　事 項

  件数等

生 活 一 般 児 童

 

表２ 支援制度一覧 (主なもの)                        (平成３１年４月１日現在) 

項   目 内      容 

児 童 扶 養 手 当 

父または母と生計を同じくしていない１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状

態にある場合は２０歳未満の児童)を監護する母、または監護し、か

つ、生計を同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育し

ている方に支給されます。 

ひ と り 親 家 庭 

医 療 費 助 成 事 業 

母子(父子)家庭の母(父)および児童、または一人暮らしの寡婦の

医療費が無料になります。 

母子父子寡婦福祉資金 

貸付金 

ひとり親家庭および寡婦の生活の安定と児童の福祉を推進するた

めに、各種資金の貸付を行っています。 

ひとり親家庭児童の学習

支援 

ひとり親家庭となり家庭環境が変化した児童・生徒を支援し、義務

教育の段階から学習意欲の低下を防ぐため、学習ボランティアによ

る学習の支援を行います。 

 

９ 母子･父子･寡婦福祉 
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感染症に関する正しい知識の普及や流行予測調査の広報を行うなど、感染症発生の予防に努

めています。 

一方、感染症発生時には、拡大防止のため、患者が適正な医療を受けることができるよう支援し

たり、感染の拡がりの調査、消毒や手洗い等の指導、接触者の健康診断等を実施しています。 

また、結核やエイズ、肝炎についても感染防止、治療支援、相談等の対応をしています。 

 

１ 感染症対策 

（１）感染症発生時対応 

医師からの感染症発生届や社会福祉施設等からの集団感染事例の報告を受けたときは、感染 

経路等を究明し、感染拡大を防止するため、必要に応じ発症までの行動、職業、家族構成、食事

内容などを調査します。また、当該感染症の特性によっては、入院勧告、消毒命令、就業制限、

接触者（患者と身近に接した家族、友人、グループなど）の健康診断、二次感染予防の指導を行

うこともあります。 

表１ 平成３０年感染症発生届出状況                 （平成 30 年 12 月 31 日現在） 

感染症発生届出疾患 管内 （件） 福井県 （件） 

１類  0 0 

２類 結核 48 118 

３類 
細菌性赤痢 0 1 

腸管出血性大腸菌感染症 19 39 

４類 

E 型肝炎 2 4 

A 型肝炎 5 5 

オウム病 1 1 

つつが虫病 0 1 

レジオネラ症 8 20 

５類 

アメーバ赤痢 2 3 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 6 12 

急性弛緩性麻痺 3 5 

急性脳炎 5 5 

クロイツフェルト・ヤコブ病 2 3 

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 3 

後天性免疫不全症候群 2 2 

侵襲性肺炎球菌感染症 16 23 

水痘 4 5 

梅毒 11 19 

播種性クリプトコックス症 3 3 

百日咳 48 106 

風しん 0 10 

麻しん 1 1 
注 感染症は、症状の重さや病原体の感染力の強さなどにより、１類から５類までの５種類に分類されています。 

１０ 感染症対策 
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（２） 感染症発生動向調査（感染症サーベイランス事業）の実施 

感染症の発生情報を把握し、そのデータを分析し、県民や医療関係者に提供・公開しています。

全数届出対象疾患はその都度、定点把握対象疾患（５類感染症のうち２５疾患）は、週単位、月

単位に患者数を報告してもらい、当センター分を入力します。福井県衛生環境研究センターが全

県分の集計分析を行って、市町・医療機関など関係機関に還元し、予防対策に役立ててもらって

います。 

管内で流行している感染症については、警報を発すると共に、当センターのホームページにも予

防方法も含めて掲載し、注意を呼びかけています。さらに、必要に応じ流行中の感染症の原因ウイ

ルスを明らかにし、予防に役立てるための病原体検査を実施します。 

 

 （３） ライフステージ別感染症予防教室の開催 

感染症の知識の普及を図るため、様々な機会を通して各種団体への講義などを実施しました。

また、保育園や認定こども園等の職員を対象とし、施設内で感染症が発生した際の感染拡大防止

に関する研修会等を開催しました。 

 

表２ 平成 30 年度ライフステージ別感染症予防教室（結核・エイズ予防関連除く）開催状況 

開催日 対象者 内容 参加（人） 

7 月 24 日 
保育園・認定こども園の感染

管理者および担当者 

（於：福井健康福祉センター） 

平成３０年度感染症対策研修会 

講義「保育園等における感染症の基礎識につ

いて」 

事例紹介「排泄物からの感染拡大事例につい

て」 

グループワーク「排泄物処理の実際・工夫点」 

98 

8 月 8 日 

10 月 17 日 

楽家運営推進会議参加者お

よび楽家職員 

（於：らくやコミュニティーホー

ル） 

講義「高齢者がかかりやすい感染症について」 10 
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（４） 定期予防接種実施状況の把握 

予防接種は、平成６年の法改正により、義務接種から勧奨接種となり、接種方法も集団接種か

ら個別接種へ切り替えられ、市町が主体となって行っています。当センターでは、管内の定期予防

接種実施状況や予防接種副反応報告＊１、予防接種事故状況＊２等を把握しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 予防接種副反応報告 
 予防接種後にまれに健康被害が現れることがあります。保護者等から相談を受けた市

町は、適切に対応するとともに、県を経由して国へ報告しています。 

   〔報告内容の例〕 

   ・ 頭痛、倦怠感、食欲不振で経過観察し 1 か月で消失 

   ・ 接種部位の掻痒感と発赤、腫脹、化膿、潰瘍等 

   

＊２ 予防接種事故状況 
  市町は、予防接種に係る事故の発生防止に努めるとともに、事故が発生した場合には迅

速に把握できる体制を取っています。健康被害につながるおそれのある事故であれば、県

を経由して国へ報告することとされています。 

   〔報告内容の例〕 

・ 日本脳炎を 1 期初回接種後 6 か月にならない時期に追加接種 

・ 4 種混合ワクチンを生後 3 か月に満たない時期に接種 

・ 有効期限を超過したワクチンを接種 



 

- 27 - 

 

２ 結核対策 

（１） 結核発生動向 

結核患者数は、医療や生活水準の向上により減少傾 

向にあるものの、全国ではなお年間１万５千人程の新登録 

患者が発生しています。特に近年、抗結核薬が効かない 

多剤耐性結核の発生、住所不定者や外国人などの感染、 

高齢者における再発など、新たな課題がみられています。 

当センター管内では、新しく結核患者として届出があった 

患者（新登録患者）は、ほぼ横ばいの状態ですが、外国人 

の患者は増加傾向にあります。 

 

　表３　新登録患者の年次推移（潜在性結核感染症は除く）

患者数 罹患率 患者数 罹患率 患者数 罹患率 患者数 罹患率 患者数 罹患率

全 国 19,615 15.4 18,280 14.4 17,625 13.9 16,789 13.3

福 井 県 108 13.7 72 9.1 87 11.1 90 11.6 76 9.8

管 内 42 14.7 26 9.1 36 12.6 40 14.1 34 12.0

（罹患率：人口10万対）

29　　　　年

区分

3027 2826

 

表４ 新登録患者年齢別活動性分類 （平成30年）

(％)

34 25 13 13 12 9 14 100.0

1

1

6 6 4 4 2 3 17.6

2 2 1 1 1 2 5.9

1 1 1 1 5 2.9

3 2 1 1 1 1 1 8.8

1 1 2.9

21 14 6 6 8 7 1 61.8

5～9

10～14

50～59

60～69

70以上

15～19
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肺 結 核 活 動 性

総 数

喀 痰 塗 抹 陽 性

計

0～4
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結　核
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占める
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そ の 他
の

結 核
菌

菌陰性
・

その他

　　　活動性
　　　 分類

年齢別

活 動 性 結 核

再治療

肺 外
結 核
活動性総 数

初 回
治 療

総 数
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  また、毎年12月31日時点で登録されている結核患者を、病状と治療状況により「活動性結核」

と「不活動性結核」に分類し、患者数を把握しています。 

 

表５　全登録患者市町別活動性分類

(人口10万対)

30 73 19 10 3 3 7 9 54 24 6.7

29 77 27 19 9 6 3 9 1 8 48 2 35 9.5

30 68 18 9 2 2 7 9 50 24 6.8

29 74 25 18 9 6 3 8 1 7 47 2 35 9.5

30 5 1 1 1 1 4 5.2

29 3 2 1 1 1 1 10.3

不活動
性結核

活動性
不 明

肺 結 核 活 動 性

総数

肺  外
結  核

活動性再治療

（毎年12月31日現在）

福 井 市

潜在性
結  核
感染症

(別掲)総数

有病率

活 動 性 結 核

永平寺町

登 録 時

菌 陰 性

・

そ の 他

登 録 時

そ の 他

の 結 核

菌 陽 性

登録時喀痰塗抹陽性

初回
治療

総数

登録者
総  数

　　活動性
　　 分類

市町別

管　　内

 

 

（２） 結核定期健康診断 

結核定期健康診断は、感染症法に基づき、市町村長および事業所、学校、施設の長が実施義

務者となって行います。高齢者などの感染ハイリスク者、医療従事者や教育関係者等、発病すると

周囲に感染を広げるおそれのある職業従事者、高校生以上の学校入学者が主な対象者となって

います。当センターでは、健診の実施状況を把握し、受診率向上のための周知を行っています。 

 

（３） 結核定期外健康診断（家族・接触者健診、管理健診） 

結核患者が発生した場合は、感染拡大の防止のため、患者、家族、接触者への迅速な訪問・

面接調査を行い、必要な方に健康診断を実施することにより、新たな感染者および発病者の早期

発見につなげています。 

また、治療終了者に対して管理健診を実施し、再発があれば早期発見できるよう努めています。 

  

 表６ 結核定期外健康診断実施状況                                   （平成 30 年度） 

  区分 

対象 

対象者数 

（延人数） 

受診件数 受診率 

(%) 

検査区分 

保健所 医療機関 ツ反 喀痰 X 線検査 IGRA 検査 

接触者 407 270 143 100.0 7 3 65 338 

接触者（永平寺） 41 30 5 100.0 1 0 8 35 

結核治療終了者 

治療中断(放置)患者 
127 0 122 96.1 0 7 122 0 

結核治療修了者 

（永平寺） 
3 0 2 66.7 0 0 3 0 
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（４） 感染症診査協議会 

    平成１９年４月１日から福井県感染症診査協議会を６センターで１つ設置し、当センターが事務

局となっています。診査会では以下のことについて調査審議し、人権を尊重した適切な医療を提

供できるよう努めています。 

・ 結核患者に対する入院の勧告・措置、入院の延長に関する事項 

・ 結核患者の就業制限に関する事項 

・ 結核患者の医療費公費負担の要否の診査 

・ その他結核対策の推進に必要な事項 

 

（５） 結核患者地域 DOTS（直接服薬確認療法）事業 

平成２４年４月からは全結核患者を対象とし、確実に抗結核薬を服用させることにより結核のま

ん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を予防することを目的に、以下のような地域DOTS

事業を実施しています。 

・ 個別支援計画の作成・決定 

・ 患者訪問 

・ 服薬支援の実施 

・ 医療機関との DOTS カンファレンスの実施による治療状況の把握 

 

表７ 結核患者家庭訪問・相談状況                 (平成 30 年度) 

 訪問指導（人） 相  談（人） 

実件数 延件数 面 接 電 話 

平成２９年度 73 347 159 367 

平成３０年度 

（永平寺町） 
65（4） 382（27） 72（6） 160（24） 

     

   表８ 新登録結核患者地域ＤＯＴＳ開始時の服薬支援頻度  (平成 30 年度) 

服薬支援頻度 人数 

原則毎日服薬確認    1 

週に１回程度の訪問・電話連絡 9 

月１回程度の訪問・連絡確認 29 

入院中のため病院に服薬支援を依頼 3 

未実施(治療開始前転出・治療前死亡等) 3 

 

   表９ 新登録結核患者の治療成績  (平成 29 年 12 月 31 日現在) 

治 療 成 績 人数 

治療中    24 

治療完了 15 

死亡（治療中の死亡） 4 

転出（治療中の転出） 2 

未治療（翌年から治療開始等）   3 



 

- 30 - 

 

（６） 結核予防普及啓発 

    結核予防普及啓発のため、当センター・学園祭にてパネルやポスター等の展示・設置を行い、

社会福祉施設や外国人技能実習生受入れ会社監理団体等にパンフレット・リーフレットの配布を

行いました。また、外国人技能実習生受入れ会社監理団体等に対して研修会を行うなど、結核

予防普及啓発に努めています。 

 

   表１０  平成 30 年度実施状況 

実施日 対象および開催場所 実施内容 

 7 月 17 日 

【対象】 

外国人技能実習生受入れ

会社監理団体等 

 

【開催場所】 

福井健康福祉センター 

 

外国人技能実習生に係る結核対策研修会 

 

 

 

 

 

9 月 24 日～30 日 

（結核予防週間） 

 

【対象】 

社会福祉施設（主にデイサ

ービスを行う 25 法人） 

外国人技能実習生受入れ

会社監理団体等（20 団体） 

 

資料の配布 

・結核予防に関するパンフレット・リーフレット 

 

 

 

 

9 月 24 日～30 日 

（結核予防週間） 

 

 

10 月 20 日、21 日 

10 月 27 日 

 

【設置場所】 

福井健康福祉センター 

1 階ホール、2 階カウンター 

 

福井工業大学 

仁愛女子短期大学 

 

結核予防週間の普及啓発 

・結核予防啓発パネル・ポスター展示 

・結核に係る資料、パンフレット等設置 
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３ エイズ予防対策  

（１）エイズ相談・ＨＩＶ抗体検査 

面接相談や電話相談（随時）の実施、HIV 抗体検査日を設ける等、感染防止のための正しい知

識の説明や感染に対する不安の解消に努めています。 

 

表 11 エイズ相談・HIV 抗体検査数の年推移 

            年度別 

  区分 
26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

相談数 
県  計 1,069 1,305 906 710 874 

当センター 704 764 530 479 568 

検査数 
県  計 553 590 441 679 417 

当センター 302 371 260 277 238 

 

表１２ HIV抗体検査内訳（性別、年齢階層別） 

 19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 計 

 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女  

29年度 4 6 46 58 50 25 40 18 9 2 15 0 273 

30年度 3 5 46 44 50 21 34 6 20 1 8 0 238 

 

（２）エイズ予防啓発事業 

エイズを含めた若年層の性感染症について、各関係機関と連携しながら予防啓発活動を展開

しています。 

 

表１３ 平成 30 年度 エイズ予防啓発事業実施状況 

開催日 開催場所 対象者 内容 参加（人） 

4 月 

福井大学、福井県立大

学、福井工業大学、仁

愛女子短期大学、福井

医療大学 

30 年度新入学生 チラシ、パンフレット配布 2,420 

 

 

４ 肝炎対策 

ウイルス性肝炎は国内最大級の慢性感染症で、B型肝炎、C型肝炎合わせて全国で 300万人

以上とも推定されています。肝炎のまん延防止のためには、早期に感染を発見し、適切な治療を

行うことが重要です。 
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（１） 肝炎ウイルス相談・検査 

平成２３年度から、エイズ相談・ＨＩＶ抗体検査実施日に合わせて、B 型・C 型肝炎ウイルス検査

を無料で実施しています。また、電話相談は随時実施しています。 

 

表１４ 平成 30 年度相談・検査数（肝炎治療特別促進事業に関する相談含む） 
相談件数（件） 検査件数（件） 

B 型肝炎 C 型肝炎 
平日 夜間 

B 型肝炎 C 型肝炎 B 型肝炎 C 型肝炎 

474 271 120 120 55 56 

 

（２） 肝炎治療特別促進事業 

B 型肝炎および C 型肝炎は、適切な治療によって、肝硬変、肝がんといった合併症を防ぐことが

可能な疾患です。しかし、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療は、月額の医療費が高

額であり、核酸アナログ製剤治療は累積の医療費が高額になります。そのため、これらの治療に

対して医療費助成が行われています。 

 

表１５ 平成 30 年度肝炎治療受給申請数（受給決定者数）                       

 管内 （人） 永平寺町（人） 福井県 （人） 

インターフェロン治療 0 0 0 

インターフェロンフリー治療 64 0 173 

インターフェロンフリー治療（再治療） 7 1 11 

核酸アナログ製剤治療（新規） 15 2 38 

核酸アナログ製剤治療（更新） 241 24 572 

合計 327 27 794 
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健康福祉センターが対応の先頭に立つべき事象として、自然災害や新型インフルエンザ等感染

症発生、食中毒、医療安全、精神保健、児童虐待、環境汚染等に係る健康危機が挙げられます。

職員が迅速、的確かつ組織的に対応ができるよう、所内の体制の整備を図っています。健康危機

管理マニュアルの整備、研修会・通報訓練等の実施を通じて、職員の意識を高めるとともに、資質

の向上に努めています。 
 

表１ 平成３０年度活動実績  

項  目 内  容 

体制の整備 
・連絡網の整備 

・対応物品等の配置と管理 

健康危機管理委員会 
・各課・室に健康危機管理担当者を配置、月 1 回委員会を開催 

・健康危機管理に関する情報・資料の提供、所内研修等の企画 

所内研修会 

・健康危機発生時の当センターの対応と役割（4/24、4/25） 

・緊急通報訓練（携帯電話：4/18、タブレットメール：4/24、災害用伝

言ダイヤル：5/15） 

・アクションカード検証訓練（6/12：2 回、6/14：2 回） 

・EMIS、クロノロ訓練（7/9） 

・個人防護具着脱訓練（8/16、8/25、8/31） 

・県健康危機管理研修会への参加（3/15） 

健康危機管理事象 

報告会 

所内で健康危機管理事象を報告し、情報交換することで、危機対

応能力の向上を図る。 

報告会：5 回  事例報告(2 回) 

          発生状況・訓練結果等報告（3 回） 

各種マニュアルの整備 

・「福井県健康危機管理対応要領」等の整備 

・「健康福祉センターの危機管理対応要領」の整備 

・「健康福祉センター災害時対応要領」の整備 

・福井健康福祉センター災害時アクションカードの作成 

関係機関との連携 ・本庁主催の担当者会議への参加 2 回 

高病原性鳥インフルエ

ンザ発生時対応 

・会議への出席（6/20） 

・現地対策本部防疫訓練への参加（7/19） 

・防疫作業従事者健康診査会場設営訓練参加（8/22） 

・疫学調査等対応研修会参加（8/27） 

新型インフルエンザ等

発生時対応 

・新型インフルエンザ等対策連絡訓練への参加（11/9） 

・新型インフルエンザ等対策実動訓練への参加(3/20) 

１１ 健康危機管理体制の整備 
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国は、超高齢化社会を迎えるにあたり、病気や障がいがあっても自宅等住み慣れた環境で療養

ができ、自分らしい生活を送ることができるよう在宅医療・介護の提供を推進しています。 

平成 25 年 3 月に策定された「第 6 次福井県医療計画」の第 11 章在宅医療では、施策の基本

的方向として、在宅医療推進体制の整備、在宅医療環境の整備、地域住民への在宅医療の普及

啓発が示されています。 

また平成 28 年 5 月には、医療計画の一部として、必要となる病床数と将来あるべき医療体制を

実現するための「福井県地域医療構想」が策定されました。 

 

１ 福井地域医療連携体制協議会の開催（地域医療構想の策定・第 7 次福井県医

療計画の推進） 

当センター管内における医療・介護の体制整備や連携推進を図ることを目的に、管内医師会、

歯科医師会、薬剤師会、急性期医療機関、在宅医療関係者、市町の代表者で構成された協議会

を開催しました。 

表１ 平成３０年度開催状況 

日時 会場 出席者(委員) 内容 

平成 30 年 

8 月 22 日 

当ｾﾝﾀｰ 

福井県医師会 

福井市医師会 

福井第一医師会 

福井市歯科医師会 

福井市薬剤師会 

福井県看護協会 

協会けんぽ 

機械工業健保組合 

医療機関 

在宅医療関係者代表  

管内市町担当課 

(1)地域医療構想の進め方について 

(2)地域医療介護総合確保基金事業について 

(3)平成 29 年度病床機能報告の結果について 

(4)県内医療機関の病床機能に関する意向調 

査の結果について 

(5)市町の平成 29 年度医療･介護連携に関す 

る事業実施状況 

(6)第 7 次福井県医療計画の進捗状況 

平成 30 年 

12 月 19 日 

(1) 地域医療構想の推進について 

(2) 医療法の改正について 

(3) 地域の実情に応じた定量的な基準の導入

について 

(4) 在宅医療・介護提供体制について 

(5) 地域医療介護総合確保基金事業について 

 

２ 在宅医療・介護連携推進事業の実施 

医療と介護が連携し、入退院患者の情報を確実につなぐ仕組みを整備することを目的として、

病院や地域で入退院に携わる担当者、市町担当者で検討会を実施し、『病院と介護の連携手

順』を作成、平成 28 年 4 月から運用しています。 

表１ 平成３０年度開催状況 

日時 会場 出席者(委員) 内容 

平成 31 年 

3 月 15 日 
当ｾﾝﾀｰ 

病院看護師･連携担当者 

ケアマネジャー、市町担当者 

医療と介護の連携事例から見えてくる 

課題について 

１２ 在宅医療 
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福井県では、「第４次元気な福井の健康づくり応援計画(平成３０年３月改定)」および「第３次福

井県がん対策推進計画(平成３０年３月改定)」を策定し、若い世代からの健康づくり施策を重点的

に展開しています。 

 

１ がん予防推進 

受診率アップに向けて、母の日、父の日などの記念日にショッピングセンター等で、県内一斉に

キャンペーンを実施しています。 

表１ がん検診普及啓発キャンペーン実施状況                   （平成 30 年度） 

月 日 内容 場所 備考 
参加者数

（人） 

5 月 13 日 

(日) 

「母の日」キャンペーン 

（子宮頸・乳がん等検診

受診の啓発) 

シ ョ ッ ピ ン

グシティベ

ル 

・グリーティングカード記入 

・パネルおよび色紙展示 

・乳がん視触診モデル展示 

・普及啓発チラシ・粗品配布 

・管内市町検診日程表配布 

・陽子線がん治療センターの

紹介 

（県健康増進課、県陽子線が

ん治療センター、福井市と合

同実施） 

700 

6 月 17 日 

(日) 

「父の日」キャンペーン 

(胃・肺・大腸がん等検診

受診の啓発) 

アピタ福井

大和田店 
600 

10 月 20 日 

（土） 

がん検診受診率 50％達

成集中キャンペーン 

福井工業

大学 
・乳がんモデル触診体験 

・スモーカーライザーによる呼

気 CO 測定 

・子宮がん検診パネル、パン

フレット展示 

・アルコールパッチテスト 

100 

10 月 27 日 

（土） 

がん検診受診率 50％達

成集中キャンペーン 

仁愛短期

大学 
 50 

 

２ 禁煙推進 

世界保健機関(ＷＨＯ)が定めた「世界禁煙デー」の５月３１日を中心に、街頭で禁煙キャンペーン

を開催しています。また、学校や事業所等の喫煙防止対策として、ポスター・パンフレットの配布や

健康教育用ＤＶＤの貸し出し等を実施しています。 

１３ 健康づくりの推進 
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 また、「健康増進法の一部を改正する法律」（平成３１年２月２２日公布）に先駆け、望まない受

動喫煙防止のための屋内全面禁煙を推進し、禁煙表示ステッカーを無料配布するなど、受動喫煙

防止対策を実施しています。 

表２-１ 禁煙キャンペーン実施状況                          （平成 30 年度） 

月 日 内 容 場所 参加者数（人） 

5 月 31 日(木) 

「世界禁煙デー」および禁煙週間に関する

キャンペーン」（県健康増進課および協会

けんぽと合同実施） 

・パンフレットの配布 

JR 福井駅 

西口広場 
1,000 

5 月 25 日(金)

～27 日（日）  

・たばこに関するパネル展示やパンフレット

配布 

・スモーカーライザーによる呼気ＣＯ測定 

福井大学  30 

 

 表２-２ 受動喫煙防止対策の周知活動実施状況                 （平成 30 年度） 

月 日 内 容 場所 配布数 

4 月～12 月 

（54 回） 

・受動喫煙防止のチラシ配布 

・禁煙表示ステッカー配布 

福井県立図書

館等 
2,592 

 

 

３ 運動推進 

平成３０年国体に向けて県民の健康づくりを応援するとともに、事業所対象に働き盛り世代の健

康づくりおよび冬場の運動不足解消を目的に「ラジオ体操インストラクター派遣事業」を実施し、管

内では１０事業所等に実施しました。 

また、県民の健康づくり機運をさらに盛り上げるために平成２７年度から「わがまち健康づくり応援

事業」を創設し、市町の健康づくりを支援しています。 

 

４ 働き盛り世代へのアプローチ 

家庭や社会への影響も大きい働き盛り世代に重点を置き、健康教育など普及啓発活動を行っ

ています。また、生活習慣病の発症予防や対策として、健康づくり関連事業が効果的に行われる

よう、「地域職域連携推進２次医療圏等協議会」を設置し、地域の職域・保健・医療関係者で情

報および意見交換会を行っています。 
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表３ 事業所出前講座実施状況                            （平成 30 年度） 

月 日 内 容 場 所 参加者数（人） 

11 月 9 日（金） 

テーマ 

「女性特有のがんおよびがん検診について」 

・女性特有のがんについて 

・がん検診について 

・乳がん触診モデル体験 

ハーツ 

きっず学園 
 11 

12月10日（月） 

テーマ「やさしい在宅介護食教室」 

・高齢者のお口の変化 

・こうくう体操 

福井市食生

活推進員 
40 

 

４月 ７日（土） 

５月３１日（木） 

７月 ４日（水） 

７月 ６日（金） 

７月 ７日（土） 

８月 １日（水） 

９月 １日（土） 

９月１０日（月） 

１月１４日（月） 

２月２７日（水） 

「ラジオ体操インストラクター派遣事業」 

ＮＰＯ法人福祉ネットこうえん会 

株式会社塚田商事 

栄月株式会社 

福井東商工会 女性部 

北陸東工シャッター株式会社 

ファーストウッド株式会社 福井工場 

永平寺町商工会 女性部 

（株）米五 

福井北商工会 女性部 

北陸電気保安協会 福井支店 

同左 400 

       

表４ 福井地域職域連携推進２次医療圏等協議会開催状況           （平成 30 年度） 

月 日 内容 委員構成 場所 

7 月 31 日(火) 

テーマ 

「たばこ対策と肺がん検診受診

率アップについて」 

・県の受動喫煙防止対策事業 

・関係機関の取組み状況 

・意見交換 

検診機関、商工会、企業、

健康保険組合、産業保健

支援センター、管内市町保

健担当課および国保担当

課 

福井健康福祉

センター 
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県では、国の「健康日本２１（第２次）」に基づき、平成３０年３月に「第４次元気な福井の健康づく

り応援計画」を策定し、健康寿命のさらなる延伸を目指して、働き世代の食生活の改善や高齢者の

フレイル予防等を食環境の面から推進します。 

  

１ 食生活・栄養管理支援事業 

給食施設の健康・栄養管理責任者へのスキルアップを目的とした研修や情報提供を行い、利

用者の健康増進や栄養ケアの向上を推進しています。 

また、規模の大きな特定給食施設を中心に巡回指導を行い、適切な栄養管理の実施および管

理栄養士・栄養士の配置を推進しています。 

表１ 平成 30 年度食生活・栄養管理研修会実施状況 
月 日 内 容 参加者数（人） 会 場 

１月２３日（水） 給食施設における災害時支援 160 福井県生活学習館 

表２ 平成 30 年度給食施設指導実施状況 

［福井市］  

 学校 病院 

介護老

人保健

施設 

老人福

祉施設 

児童福

祉施設 

社会福

祉施設 
事業所 寄宿舎 その他 計 

施 設 数 84 27 13 90 93 13 5 4 43 372 

巡回指導 37 26 － 11 13 2 － － 1 90 

集団指導 47 24 5 28 36 3 － － 10 153 

［永平寺町］ 

 学校 病院 

介護老

人保健

施設 

老人福

祉施設 

児童福

祉施設 

社会福

祉施設 
事業所 寄宿舎 その他 計 

施 設 数 12 1 － 7 9 － － － － 29 

巡回指導 8 1 － 2 1 － － － － 12 

集団指導 ３ 1 － 3 － － － － － 7 

 

２ 食品の栄養成分表示等の推進 

平成２７年４月に食品表示法が施行されたことから、健康福祉センターでは、法令の周知活動を

行うとともに、栄養成分表示の相談窓口を開設し、事業者の取り組みを支援しています。また、健

康増進法に基づく虚偽誇大広告等についても指導助言を行っています。 

１４ 栄養改善指導 
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表３ 平成 30 年度栄養成分表示および虚偽誇大広告等指導助言状況 

［福井市］  

食品表示法（栄養成分表示等） 健康増進法（虚偽誇大広告等） 計 

６１ ４ ６５ 

［永平寺町］ 

食品表示法（栄養成分表示等） 健康増進法（虚偽誇大広告等） 計 

－ － － 

表４ 平成 30 年度法令の周知活動 

回 数 人 数 

５５ ２，６３５ 

 

３ 「ふくい健幸美食」による食環境の整備 

福井の豊富な食材・特産品を活かし、低カロリー・低塩分で野菜を多く使った認証メニューであ

る「ふくい健幸美食」を、飲食店やスーパー等に普及させることにより、外食・中食（調理されたもの

を持ち帰り家で食べること）でも健康に配慮した食事ができる食環境の整備を図っています。 

平成３０年度は、管内で飲食店１６店舗、惣菜店・弁当店４１店舗、社員食堂・学生食堂１５店

舗が認証を受けました。 

 

４ 地域の健康づ く り リ ー ダ ー支援 

地域の健康づくり活動（食事バランスガイドの普及や郷土料理、行事食、食文化の継承など）を

行っている食生活改善推進員の活動を支援しています。 

表５ 食生活改善推進員状況     （平成３１年３月３１日現在） 
 会員数（人） 

福 井 市 １２５ 

永平寺町  ６７ 

 

５ 管理栄養士・栄養士申請 

  栄養士法に基づき管理栄養士および栄養士の免許申請事務を行っています。 

表６ 平成 30 年度申請状況 

 栄養士免許 管理栄養士免許 

件 数 ４４ ４８ 
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平成７年に制定された精神保健福祉法に基づき、精神障がい者の早期治療と社会参加の促進

を図るとともに、地域住民の精神的健康の保持増進を図ることを目的に事業を実施しています。 

 

表１  精神保健福祉の動向                           （平成３1 年３月３１日現在）  

 
入院 

（平成 31 年 3 月末時点の入院患者数） 

通院 
（平成 31 年 3 月 1 か月間の実人員） 

自立支援 

受給者数 

精神障害者

保健福祉 

手帳交付数 
男 女 合計 男 女 合計 

福井市 269 298  567  4,845  6,254 11,099 4,565 2,446 

永平寺町  13  19   32   266   363   629 230 132 

管内 282 317  599  5,111  6,617 11,728 4,795 2,578 

福井県 910 999 1,909 14,630 18,617 33,247 12,307 6,690 

          

 

１ 精神保健福祉法に基づく診察・保護申請 

精神保健福祉法第２２～２６条に基づく通報に対応し、必要に応じて入院措置等を行います。 

表２  通報・保護申請状況                                （3 月 31 日現在） 

年度 

申請・通報状況 処理状況 

一般 

申請 

警察官

通報 

検察官 

通報 

保護観 

察所長 

矯正 

施設長 
病院 

管理者 
合計 

措置 

入院 

措置 

不要 
合計 

管内 
29 10 54  7 0  7 2  80 39 41  80 

30  7 29  7 0  5 0  48 21 27  48 

福井県 30  9 88 12 0 14 0 123 50 73 123 

            

 

２ 心の健康に関する相談 

（１）精神保健相談 

心の健康や受診についての相談、社会復帰相談等のさまざまな精神に関する問題に対して、精

神科医、保健師が電話や面接、訪問による相談に応じています。 

精神科嘱託医による相談：月 2 回程度 予約制       

保健師による相談：随時 

 

１５ 精神保健福祉 
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表３ 精神保健相談状況（延べ件数） 
 29 年度 30 年度 

嘱託医による相談   25   22 

保健師による相談 1,228 1,132 

 

（２）悩みごと総合相談会の開催 

  平成２４年度から、一般住民が身近な地域で専門的かつ総合的な相談を受けることができるよ

うに相談会を実施しています。福井地域自殺予防対策協議会や専門家・関係機関が協働し、相談

に対応しています。 

表４ 平成 30 年度実施状況  

 月 日 参加者数（人） 

第 1 回 9 月 1 日（土） 12 

第 2 回 3 月 9 日（土） 11 

３ 普及啓発活動 

（１）自殺予防に関する研修会等の開催 

  自殺や精神疾患に対する正しい知識を普及啓発することを目的に、研修会等を開催しました。 

表５ 平成 30 年度開催状況 

月 日 内  容 参加者数（人） 

12 月 5 日（水） 

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所 

職員対象 

講師  臨床心理士 斎藤 荘二 氏 

41 

 

（２）思春期保健研修会の開催への支援 

思春期に起こりやすい心の病気について、地域精神保健福祉業務連絡会や、福井地域自殺予

防対策協議会と共催で、学校関係者等を対象とした研修会等を開催しました。 

表６ 平成 30 年度開催状況 

月 日 内  容 参加者数（人） 

2 月 13 日（水） 

 「子供たちを取り巻く SNS の現状と自殺予防」 

講師 福井県警察本部生活安全部生活安全企画課 

警察安全相談係係長 金田 慎一郎 氏 

27 
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４ 関係機関との連携 

（1）精神緊急対応に係る連携会議の開催 

精神障がい者の緊急の対応について、管内警察署・市町との連絡会議を開催しました。 

表８ 平成 30 年度開催状況        

月 日 内  容 参加者数（人） 

3 月 11 日(月) 

・ 福井健康福祉センターにおける精神保健福祉業務 

について 

・ 平成 31 年度からの精神緊急対応体制について  

15 

 

（２）福井地域自殺予防対策協議会の開催 

平成２２年度から、関係機関が相互に連携し、自殺予防対策にむけた情報交換や一般住民・関

係者を対象とした普及啓発等、必要な取り組みを実施するために、福井地域自殺予防対策協議

会を開催しています。 

表９ 平成 30 年度開催状況 

月 日 内  容 参加者数（人） 

8 月 6 日（月） 

・ 平成 29 年度地域自殺対策強化事業報告 

・ 平成 30 年度地域自殺対策強化事業計画 

・ 意見交換 

22 

2 月 13 日（水） 

・ 平成 30 年度地域自殺対策強化事業報告 

・ 関係機関の自殺予防の取り組み状況 

・ 意見交換 

21 

 

（3）地域精神保健福祉業務連絡会への参画 

管内の精神保健福祉活動を総合的かつ効果的に推進するため、精神保健福祉の関係機関で

構成される地域精神保健福祉業務連絡会（以下、業務連）が開催されています。 

30 年度は業務連の今後の活動のあり方を検討し、活動内容を再考しました。 

 

 

◇構成機関  

     

医療機関、障がい福祉サービス事業所、警察、 

社会福祉協議会、精神障害者家族会、ボランティアグループ、 

労働関係機関、当センターを含む行政機関  ３６機関 
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◇平成 30 年度活動内容 

        組織活性化プロジェクト部会（4 回）  業務連の在り方等についての協議 

 

５ 自主グループへの支援 

管内には、精神保健福祉ボランティアや家族会等があり、当センターは、会の運営に関する助

言・協力等の実施により自主グループとしての活動を支援しています。 

表１０ 平成 30 年度自主グループ一覧 

名称 開催状況 会員数（人） 

精神保健ボランティア 「クレヨン」 
定例学習会 月 1 回 

役員会 随時 
約 70 

摂食障害者親の会 「バンビの会」 
例会 月 1 回 

研修会 年 1 回 
約 70 

精神障害者家族会 「あすわ会」 
役員会 月 1 回 

例会 月 1 回 
約 45 
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少子化、核家族化、女性の社会進出等、母と子をとりまく環境は近年大きく変化しており、母子

保健の面でも、それぞれの地域の特性に応じた対策の推進が必要となっています。 

当センターは、広域的・専門的・技術的観点から市町を支援するとともに、長期療養児の訪問

指導、医療給付事務、育児不安解消サポート事業などを実施しています。 

 

１ 小児慢性特定疾病医療費支給認定 

小児期の難治性の疾患は、その治療期間が長期にわたり医療費の負担も高額となることから、

治療の確立と普及を図り、併せて患児家族の医療費の負担軽減に資することを目的として、児童

福祉法に基づき医療費の助成を行っています。 

表１  小児慢性特定疾病医療費支給認定状況                     （単位：人） 
     市町別 

年度別 
福井市 永平町寺 管内 福井県 

29 270 22 292 820 

30 232 21 253 750 

 

２ 特定不妊治療費助成事業 

不妊治療のうち、医療保険が適用されず治療費が高額になる体外受精、または顕微授精の治

療を受けた方にその治療費の一部を助成し、不妊治療を受ける機会を増やすことを目的として、

平成１６年４月１日から、「福井県特定不妊治療費助成事業」を実施しています。 

平成２６年度からは、男性側要因による不妊治療に対して、平成３０年度からは、夫婦そろって

の不妊検査と治療に対しても助成制度が拡大されています。 

表２  特定不妊治療費助成件数（延べ）  
     回数別 

年度別 
1 回目 2 回目 3 回目 4～6 回目 7回目以降 合計 

管内 
29 361 199 102  29 ― 691 

30 319 172 68 17 ― 576 

福井県 30 667 368 157 41 4 1233 

 

表３  男性不妊治療費助成件数（延べ）  

     

年度別 
助成件数 

管内 
29 6 

30 4 

福井県 30 7 

１６ 母子保健 
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３ 育児不安解消サポート事業「こあら広場」 

平成１７年度から、強い育児不安や育児ストレスを抱える方に対し、定期的にグループカウンセリ

ングを行うことによって、育児不安を解消し、安心して子育てが出来るように支援しています。 

日時：毎月 1 回 木曜日 午前９時３０分～午前１１時３０分 

対象：0 歳から概ね就学前の子どもがいる保護者または妊婦で育児に不安やストレスを抱える方 

内容：親と子に分かれてのグループワーク、個別相談 

表４  育児不安解消サポート事業「こあら広場」の実施状況  
      

 

年度別 
開催回数 

参加者延（実）数 （人） 

保護者 子ども 

管内 
29 12  63(22) 48(17) 

30 11 66(19) 48(17) 

福井県 30 74 343(242) 331(243) 

 

４ フッ化物洗口事業 

８０歳時点で２０本の自歯を残そうという８０２０（はちまるにいまる）運動が提唱され、平成２４年

「歯科口腔保健の推進に関する法律」が施行されました。県では、平成２３年度から保育園児およ

び幼稚園児に対する「フッ化物洗口事業」を実施しています。平成３０年度は、管内の1１7施設が

取り組みました。 

 

５ 人工妊娠中絶状況 

母体保護法の規定による人工妊娠中絶（妊娠満２２週未満）が行われた場合は、人口動態の

把握に資するため、日本産婦人科医会福井支部を通じて当センターに報告されます。 

表５  人工妊娠中絶年次別状況（妊娠満２２週未満）  
     年齢別 

 

年度別 

20 歳 

未満 

20～

24 

25～

29 

30～

34 

35～

39 

40～

44 

45 歳 

以上 

(不詳含む) 

総数 

管内 
29 56 140 121 142 111 59 5 634 

30 45 111 124 120 136 53 5 594 

福井県 30 66 167 177 194 195 95 7 901 
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６ 先天性代謝異常等検査事業 

生後４～６日目に医療機関において先天性代謝異常等検査を実施し、検査の結果、精密検査

を必要とする乳児について、受診を勧奨したり、保護者の相談に応じるなどの事後指導を実施して

います。 

表６ 平成 30 年度検査実績 
項目 

 

市町別 

出生数 

（推計） 
要精検数 

精密検査結果 

要治療 経過観察 異常なし 

福井市 2,115 0 0 0 0 

永平寺町 106 0 0 0 0 

福井県 5,743 15 11 3 1 

                                          

７ 管内母子関係機関との連絡会 

福井管内(福井市・永平寺町)において、養育力や育児環境、子の障がい等により支援が必要と

思われる妊婦・親子(以下、「気がかりな妊婦・親子」とする)が、関係機関から切れ目なく支援を受

け、地域で安心して生活することができるようするためのシステムを構築しました。その後も管内の

母子関係機関と連絡会を開催しています。 

福井管内での運用実績をふまえて、平成 29 年度からこの連携システムが全県下に拡大して実 

施されるようになりました。 

 

表 7 平成 30 年度開催実績       
日 内容 

第 1 回  

6 月１5 日（金） 

・気がかりな妊婦・親子を支援するための連携システムの取り組みについての

結果報告・意見交換 

第 2 回  

3 月 14 日（木） 

・気がかりな妊婦・親子を支援するための連携システムの取り組みについての

結果報告・意見交換・次年度分の依頼 
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１ 特定医療費（指定難病）支給認定 

難病は、原因が不明で治療方法が確立していない稀な疾病で、長期療養が必要と考えられて

います。 

難病法（平成２７年１月施行）に規定された３３０疾患を対象にした指定難病の患者に対し、特

定医療費の支給のための事務手続きを行っています。平成３０年４月には、対象疾病が１疾病増

え、３３１疾患となりました。 

表１  特定医療費（指定難病）支給認定状況（実件数） 
    市町村別 

 

年度別 

福井市 永平寺町 管内 福井県 

29 1,811  166 1,977 5,598 

30 1,806  167 1,973 5,651 

 

２ 医療相談事業 

患者等の療養上の不安解消を図るため、難病に関する専門の医師、看護師、社会福祉士等の

医療相談班による相談事業を実施しています。 

表２ 医療相談事業実施状況                              （平成３０年度） 

月 日 内容 参加者数 

8 月 13 日

(月) 

講演会 「家庭でできるリハビリ講座 

       ～生活に欠かせない機能を維持するために～ 」 

講 師 医療法人ｷﾗｷﾗ会松田病院  理学療法士 長田 直斗氏 

13 名 

8 月 29 日

（水） 

療養生活を支えるしくみ 1 ～療養生活のあり方を考えよう～ 

① 講演会 「多職種連携による在宅医療 (神経難病の事例から)」 

講 師  ｵﾚﾝｼﾞﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ 社会福祉士   川村 尚孝氏 

② 講演会 「障がい福祉サービスについて」 

講 師  福井市障がい者基幹相談支援センター 宮川 知子氏 

11 名 

10 月 16 日

（火） 

療養生活を支えるしくみ 2 ～療養生活のあり方を考えよう～ 

① 講演会 「難病支援センターの機能､就労相談について」 

講 師  福井県難病支援センター      亀井 宗子氏 

② 講演会 「障がい年金について」 

講 師  徳橋社会保険労務士事務所   徳橋 利子氏 

10 名 

１７ 難病対策 
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３ 訪問相談・指導事業 

日常生活全般において介助を必要とする通院困難な難病患者および家族に対して、地域にお

ける在宅診療を促進することを目的としています。 

要支援難病患者やその家族が抱える日常生活上および療養上の悩みに対する相談や在宅療

養に必要な医学的指導を行うため、難病に関する専門の医師、対象者の主治医、保健師、看護

師、理学療法士等による、訪問相談・指導を実施しています。 

 

 

４ 難病対策地域協議会 

難病患者の入院から在宅療養までの一貫したケアシステムを地域で構築するために、病院や

介護保険等の関係機関とともに支援検討会を開催しています。 

表３ 難病対策地域協議会開催状況                          （平成３０年度） 

月 日 内      容 参加者数 

Ｈ30 年 11 月 28 日

（水） 

地震を想定した災害時個別支援マニュアルのシミュレーション

を通して、課題や対策について考える （意見交換） 
8 名 

Ｈ31 年 2 月 7 日

（木） 

1． 医療依存度が高い難病患者の災害時の現状から 

バリバラ（DVD）視聴 ～北海道胆振東部地震の状況～ 

2．報告                               

「災害時個別支援マニュアルのシミュレーションを実施して」 

3．グループワーク 

 「平常時からの備えについて」 

37 名 

 

 

５ 難病患者災害時個別対応マニュアルの作成支援 

人工呼吸器装着など医療ニーズの高い難病患者は、災害時に健康危機状況が発生されること

が予想されます。そのため、在宅の難病患者、家族、支援に関わる者が災害発生時に適切な対

応が出来るよう、平時からの備えを中心とした災害時個別対応マニュアル作成を支援しています。 

管内には平成 31 年 3 月末現在、10 名（福井市 7 名、永平寺町 3 名）の対象者がおり、個別

対応マニュアルの作成支援を行っています。 
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１ 食の安全・安心確保対策事業 

（１）食品衛生監視指導（食品衛生法第２４条に基づく監視計画） 

県で毎年度策定する監視指導計画に基づき、許可を要する営業施設および許可を要さない集

団給食施設等の監視指導を計画的に実施しています。なお、平成３０年度は、表1の監視指導の

他、福井しあわせ元気国体および福井しあわせ元気大会における食品衛生確保のため、宿泊施

設の調理施設や弁当調製施設、大会会場の臨時の営業施設等の監視指導を実施しました。 

（２）食品衛生関係許可事務 

食品衛生法および福井県食品衛生条例に基づく新規許可、継続許可および変更・廃止手続き

およびこれらに伴う監視指導を実施しています。 

表１ 食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・監視指導の状況 

項 目 

 

 

 

 

 

業 種 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

許可施設数 廃
業
施
設
数 

監
視
指
導
施
設
数 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

監
視
指
導
施
設
数 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

監
視
指
導
施
設
数 

継
続 

新
規 

飲
食
店
営
業 

一般食堂・レストラン等 1,113 151 91 75 483 1,097 497 1,098 573 

仕出し屋・弁当屋 465 58 38 31 237 458 218 436 285 

旅館 76 15 3 4 63 77 59 78 50 

その他 2,309 257 245 259 945 2,323 932 2,336 1,101 

菓子（パンを含む。）製造業 495 57 53 39 250 481 192 463 226 

乳処理業 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

特別牛乳さく取業 - - - - - - - - - 

乳製品製造業 6 0 0 0 1 6 3 6 5 

集乳業 - - - - - - - - - 

魚介類販売業 450 55 27 37 202 460 260 434 279 

魚介類せり売り営業 2 0 0 0 2 2 5 2 6 

魚肉ねり製品製造業 3 3 0 0 6 3 3 3 2 

食品の冷凍又は冷蔵業 27 1 3 1 23 25 19 23 16 

かん詰又はびん詰食品製造業 6 0 1 0 6 5 4 4 3 

喫茶店営業 729 70 25 40 45 744 47 773 73 

あん類製造業 3 2 0 0 4 3 2 3 1 

アイスクリーム類製造業 93 8 6 5 40 92 41 89 51 

乳類販売業 673 99 44 50 211 679 170 698 175 

食肉処理業 36 6 1 1 24 36 34 39 30 

食肉販売業 402 52 35 27 190 394 199 375 194 

食肉製品製造業 4 1 0 0 4 4 2 4 3 

乳酸菌飲料製造業 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

１８ 食品衛生 
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食用油脂製造業 - - - - - - - - - 

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業 - - - - - - - - - 

みそ製造業 16 4 2 3 17 17 8 15 7 

醤油製造業 12 4 0 1 10 13 7 13 13 

ソース製造業 21 0 9 0 14 12 6 10 2 

酒類製造業 18 7 0 0 10 18 1 18 6 

豆腐製造業 26 4 0 2 12 28 13 28 19 

納豆製造業 3 0 0 0 1 3 2 3 2 

めん類製造業 35 8 2 1 24 34 25 34 27 

そうざい製造業 168 19 12 12 104 168 141 163 144 

添加物製造業 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

食品の放射線照射業 - - - - - - - - - 

清涼飲料水製造業 10 2 1 0 8 9 7 9 5 

氷雪製造業 3 0 0 0 1 3 1 3 2 

氷雪販売業 2 0 0 1 1 3 4 3 7 

  計 7,209 883 598 589 2,939 7,200 2,905 7,166 3,309 
 

 

表２ 福井県食品衛生条例に基づく営業施設数・監視指導の状況 

項 目 

 

 

 

 

 

業 種 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

許可・登録 

施設数 
廃
業
施
設
数 

監
視
指
導
施
設
数 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

監
視
指
導
施
設
数 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

監
視
指
導
施
設
数 

継
続 

新
規 

許可 

魚介類加工業 48 6 4 4 29 48 41 50 29 

漬物製造業 45 9 7 1 24 39 20 38 12 

小  計 93 15 11 5 53 87 61 88 41 

登録 魚介類行商営業 22 1 0 1 0 23 3 23 6 

  計 115 16 11 6 53 110 64 111 47 

表３ 食品衛生法による許可が不要である食品営業関係施設数・監視指導の状況 

項目 

 

業種 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

年度末 

施設数 

監視 

指導数 

年度末 

施設数 

監視 

指導数 

年度末 

施設数 

監視 

指導数 

給

食 

施

設 

学 校 60 57 60 57 61 116 

病院・診療所 49 21 50 25 49 44 

事業所 6 1 8 1 4 4 

その他 158 35 161 106 161 176 

その他 1,773 449 1,749 427 1,762 426 713 

  計 2,046 563 2,028 616 2,040 766 
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（３）食品の収去（食品衛生法第２８条に基づく食品の行政検査） 

計画的に県内外に流通する食品の検査を行い、安全を確認しています。平成３０年度の検査

件数は１８２件、そのうち不適合件数１１件については、速やかに改善したことを確認しています。 

 

 

２ 食中毒防止に関する衛生思想の普及啓発 

（１）食品衛生講習会の開催 

 許可を要する営業施設および許可を要さない集団給食施設等の調理従事者を対象とした定期

の講習会だけでなく、一般消費者からの依頼に応じた講習会を実施し、総受講者数は３，８６５名

でした。 

 

（２）自主管理プログラム認証制度の取得推進 

平成１７年度から、ＨＡＣＣＰの手法（次ページコラム欄参照）を取り入れた福井県食品衛生自主

管理プログラム認証制度の取得を促進しており、平成３０年度は新たに４施設が認証を取得しまし

た。その結果、認証施設数は計５７施設(１４業種)となりました。 

 

 

 

 

表４ 食品収去検査の状況 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

検査件数 不適合件数 検査件数 不適合件数 検査件数 不適合件数 

１８２ １１ １８２ １４ １８６ ５ 

表５ 食品衛生講習会の実施状況 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

実施回数 受講者数 実施回数 受講者数 実施回数 受講者数 

73 3,865 69 3,796 68 4,175 

表６ 認証施設の状況 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

新規認証数 
年度末 

認証施設数 
新規認証数 

年度末 

認証施設数 
新規認証数 

年度末 

認証施設数 

４ 
５７ 

（１４業種） 
２ 

５３ 

（１３業種） 
１ 

５１ 

（１２業種） 



 

- 52 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 食品による健康被害等に関する対応 

（１）食中毒に関する調査（食品衛生法第５６条等） 

 平成３０年度の管内の食中毒発生は４件で、病因物質は下表のとおり多岐にわたりました。 

 

 

 

表７ 食中毒発生の状況  

年

度 

件

数 
発生日 

患者数/

摂食者数 
原因食品 病因物質 

３０ ４ 

H30.8.27 1/1 福井市内の飲食店（仕出し弁当）が提供した食事 アニサキス 

H30.9.29 4/107 福井市内の飲食店（社交飲食）が提供した食事 腸管出血性大腸菌Ｏ157 

H30.10.1 3/21 福井市内の飲食店（食堂）および飲食店（軽食）が提供した食事 カンピロバクター 

H30.10.25 2/2 福井市内の飲食店（食堂）が調製した食事 アニサキス 

２９ ５ 

H29.4.16 3/21 福井市内の飲食店（料理）が調製した弁当 ロタウイルス 

H29.5.4 2/12 福井市内の飲食店（すし）が提供した食事 ノロウイルス 

H29.5.25 1/2 福井市内の飲食店（社交飲食）が提供した食事 アニサキス 

H29.10.9 15/不明 福井市内のイベントで飲食店（軽食）が提供した食事 サルモネラ菌 

H29.12.9 16/37 福井市内の飲食店（食堂）が調製した弁当 ウエルシュ菌 

２８ ３ 

H28.4.21 6/16 福井市内の飲食店（食堂）が提供した食事 ノロウイルス 

H28.12.22 2/21 福井市内の飲食店（すし）が提供した食事 ノロウイルス 

H29.1.31 3/49 福井市内の飲食店（食堂）が提供した食事 ノロウイルス 

＊ＨＡＣＣＰ（ハサップ：Hazard Analysis Critical Control Point） 

米国航空宇宙局（NASA）により開発された宇宙食製造のための衛生管理手法です。 

この手法は、食品の製造業者が食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのあ

る微生物汚染等の危害を予め調査・分析し、この分析結果に基づいて製造工程全般を通し管

理上重要な段階に遵守すべき基準を設け、常時監視することにより製品の安全性を確保する

システムです。これまでの最終製品の抜き取り検査に比べて、より効果的に安全性に問

題のある製品の出荷を防止できるとされています。 
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（２）食品による健康被害等に関する行政処分（食品衛生法第５４条等） 

平成３０年度は、被害の拡大防止・原因究明および再発防止を図るために、食品衛生法に基づ

く行政処分として、表７の食中毒原因施設５件の営業者に対して営業停止命令を行いました。 

表８ 行政処分の状況 

    項目 

 

年度  

処  分  件  数   

営業許可 

取消命令 

営業禁止 

命令 

営業停止 

命令 
改善命令 

物品廃棄 

命令 
その他 

３０年度   ５    

２９年度   ５  ２  

２８年度   ３    

 

（３）一般相談への対応 

 飲食店などの開業や食品表示に関する相談および喫食後の体調不良・異物混入などの苦情

について、迅速かつ丁寧に対応しています。相談件数は４，４９６件あり、このうち、有症苦情は 

５６件、異物混入の相談が２１件でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９ 食品関係相談の状況 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

相談件数 相談件数 相談件数 
 有症苦情 異物混入  有症苦情 異物混入  有症苦情 異物混入 

4,496 56 21 3,989 55 18 4,316 84 12 
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４ 調理師・製菓衛生師免許に関する業務 

（１）試験  

平成３０年６月１０日（日）に県立大学（福井キャンパスおよび小浜キャンパス）で実施しまし

た。当センター管内については、調理師試験は受験者数７８名中合格者３４名、製菓衛生師

試験は受験者数１５名中合格者４名でした。 

（２）免許申請  

年度内に処理した調理師免許申請は１３４件（新規８０、再交付２３、書換３１）であり、製菓

衛生師免許申請は １１件（新規１０、再交付０、書換１）でした。 

 

表１０  調理師・製菓衛生師試験・免許事務の状況 

  項目 

 

年度  

調理師 製菓衛生師 

試験 免許申請 試験 免許申請 

受験数 合格数 合格率 新規 再交付 書換え 計 受験数 合格数 合格率 新規 再交付 書換え 計 

３０年度 78 34 43.6 80 23 31 134 15 4 26.7 10 0 1 11 

２９年度 82 60 73.2 95 15 17 127 12 10 83.3 11 0 2 13 

２８年度 86 49 57.0 105 24 27 156 21 10 47.6 19 0 0 19 
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 動物取扱業への監視指導 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、第一種動物取扱業および一定頭数以上の動物

の取扱い飼養施設の第二種動物取扱業に対して監視等を行っています。 

表１ 第一種動物取扱業登録施設数・監視指導の状況 

年度 施設数 
業種内訳 

監視指導数 
販売 保管 貸出 訓練 展示 

３０年度 76 33 56 1 5 10 127 

２９年度 75 33 52 2 4 8 84 

２８年度 73 36 47 2 3 9 78 
 

表２ 第二種動物取扱業届出施設数・監視指導の状況 

 
施設数 

業種内訳 

監視指導数 譲り渡し 保管 貸出  展示 

３０年度 5 2 1 1 3 10 

２９年度 6 2 1 1 4 8 

２８年度 6 4 1 1 4 6 
 

表３ 特定動物飼養許可施設数・監視指導の状況 

年度 施設数 動物種 頭数 監視指導数 

３０年度 1 おながざる科 マカク属 ニホンザル 20 頭 1 

２９年度 1 おながざる科 マカク属 ニホンザル 18 頭 1 

２８年度 1 おながざる科 マカク属 ニホンザル 18 頭 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 動物愛護管理業務 
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１ 生活衛生関係営業六法に基づく営業施設の衛生上の危害発生防止対策  

理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法（営業六法）に基

づく営業施設について監視指導を実施しています。 

レジオネラ症予防対策として、循環式浴槽を有する公衆浴場や旅館６２施設に対して監視指

導を実施しました。浴槽水については、行政検査によりレジオネラ菌の有無を確認し、安全性の確

保指導を行っています。 

 

表１ 営業六法施設数・監視指導の状況 

項 目 

 

 

 

 

 

業 種 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

新
規
施
設
数 

廃
業
施
設
数 

監
視
指
導
施
設
数 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

監
視
指
導
施
設
数 

営
業
施
設
数 

（年
度
末
） 

監
視
指
導
施
設
数 

理容所 322 5 6 14 324 119 338  43 

美容所 749 37 23 140 738 62 721  112 

クリーニング所 
洗濯所 87 0 2 79 89 23  87 69 

取次所 268 9 10 6 268 5  273 3 

公衆浴場 
普通 9 0 1 4 10 1  10 5 

特殊 42 1 1 7 40 18  40 8 

旅館 

ホテル 27 0 1 25 26 20  27 6 

旅館 81 0 2 23 83 25  83 4 

簡易宿所 48 2 0 4 47 15  43 8 

下宿 - - - - - -  - - 

特例 0(5) 5 5 1 0 3  0 3 

興行場 
常設 22 0 0 0 22 0  23 5 

仮設 - - - - - - - - 

計 1,660 59 46 303 1,647 65 1,645 266 

 
  

２ 浄化槽の法定検査受検率向上対策 

   浄化槽法に基づき、浄化槽設置の届出の受理、浄化槽工事業、保守点検業の登録等に

係る事務を実施しています。浄化槽の適正な維持管理のため、浄化槽の法定検査未受検、

管理不備等に対する指導を行っています。 

２０ 環境衛生 
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表２ 浄化槽設置基数・浄化槽工事業届出の状況 

項目 

年度 

浄 化 槽 

設置基数 

工 事 業 

（届出件数） 

工 事 業 

（登録件数） 

保守点検業 

（登録件数） 

３０年度 13,221 151 0 6 

２９年度 17,337 151 0 6 

２８年度 20,633 151 0 6 

 

３ 水道施設の適正維持管理の推進 

水道法に基づき、水道施設の維持管理に対する監視指導を実施しています。 

法改正により簡易専用水道、専用水道および井戸水については、平成２５年４月１日から市

町へ事務が移譲されています。 

 

表３ 水道施設数・監視指導の状況 

     業種 

年度 

上水道 ※ 簡易水道 飲料水供給施設 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

３０年度 2 1 30 30 23 23 

２９年度 2 1 30 30 23 23 

２８年度 2 1 30 30 23 23 

※上水道は福井市と永平寺町の 2 施設あるが、福井市は国の所管となる。 
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４ 特定建築物に対する監視指導 

多数の人々が利用・使用する一定規模以上の興行場、百貨店、事務所、学校などの特定

建築物に対し、定期的に監視指導を行っています。平成３０年度の監視指導数は２８件でし

た。また、特定建築物の環境衛生管理業務を行う建築物衛生管理業に関する登録事務を行

っています。 

 

 

表５ 建築物衛生管理業登録の状況 

種  別 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

登録件数 

（年度末） 

登録件数 

（年度末） 

登録件数 

（年度末） 

清掃業 9 10 10 

空気環境測定業 4 5 4 

飲料水貯水槽清掃業 18 18 18 

ねずみ昆虫等防除業 12 12 12 

飲料水水質検査業 3 3 3 

排水管清掃業 3 3 3 

環境衛生総合管理業 11 10 10 

計 60 61 60 

   

５ 温泉関係施設に対する監視指導 

    温泉法に基づき、温泉利用許可施設への立入等監視指導を行っています。平成３０年度の

監視指導数は、温泉利用施設３件でした。 

表４ 特定建築物施設数・監視指導の状況 

      年度 

種別 

３０年度 ２９年度 ２８年度 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

興行場 1 0 1 0 1 0 

百貨店 7 5 7 0 7 0 

店  舗 24 5 22 11 22 8 

事務所 50 16 49 9 48 11 

学  校 12 1 12 2 12 0 

旅  館 17 1 17 6 17 6 

その他 16 0 17 0 17 1 

計 127 28 125 28 124 26 
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６ 遊泳用プールの衛生管理の徹底 

 １６件の対象施設に対し、国の指導により遊泳用プールの衛生基準に基づいて、監視指導を

実施しています。 

 

 

 

＜参考＞墓地・埋葬等関係：法改正により、平成２４年４月１日から市町へ事務移譲済み。 
 

表６ 温泉施設数・監視指導の状況 

     種別 

 

年度 

源泉 浴用許可 飲用許可 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

施設数 

（年度末） 

監視指導

施設数 

３０年度 20 0 32 3 5 0 

２９年度 20 1 28 7 5 1 

２８年度 20 0 26 11 4 0 

表７ プール施設数・監視指導の状況 

 施設数 

（年度末） 

 監視対象 

施設数 
監視指導施設数 

うち休業数 

３０年度 16 0 16 16 

２９年度 17 2 15 15 

２８年度 17 3 14 14 
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１ 廃棄物関係の許可・処理施設 

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に定

義されており、県内でその処理を業として行う場合は、福井県知事の許可が必要となっています。 

また、産業廃棄物以外の廃棄物は、一般廃棄物と定義されており、市町村が設置した届出施

設または福井県知事の許可を取得した一般廃棄物処理施設などで処理されています。 

当センター管内における廃棄物関係施設数は、次の表のとおりです。 

 

表１ 廃棄物関係許可・施設数      （平成3１年３月31日現在） 

市  町 
産業廃棄物処理業 産業廃棄物 

処理施設 

一般廃棄物 

処理施設 
計 

収集運搬業 処 分 業 

福  井  市 331 （ 9） 45 （ 3） 31 13 420 

永 平 寺 町 22 （ 0） 2 （ 0） 2 0 26 

管     外 360 （56） 2 （ 0） － － 362 

計 713 （65） 49 （ 3） 33 13 808 

注 (  )内は特別管理産業廃棄物処理業の内数 

 
表２ 廃棄物関係許可・施設数の年度推移 

年  度 
産業廃棄物処理業許可 産業廃棄物 

処理施設 

一般廃棄物 

処理施設 
計 

収集運搬業 処 分 業 

平成 30 年度 713 （65） 49 （ 3） 33 13 808 

平成 29 年度 679 (63) 52 ( 3) 33 13 777 

平成 28 年度 655 (57) 50 ( 3) 33 12 750 

注 (  )内は特別管理産業廃棄物処理業の内数 

 

２１ 廃棄物 
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２ 廃棄物処理の許可に関する手続 

廃棄物処理法に係る許可申請および届出件数の年度推移は次の表のとおりです。 

 

表３ 産業廃棄物に係る許可申請および届出件数の推移 

年  度 

収集運搬業 処 分 業 

処理施設
許可・届出 

計 許可申請 
届出 

許可申請 
届出 

新規 更新 変更 新規 更新 変更 

平成 30 年度 46 111 3 673 3 12 0 38 32 918 

平成 29 年度 45 93 13 633 1 8 2 26 13 834 

平成 28 年度 45 94 15 566 1 8 1 38 27 795 

 

 

３ 廃棄物に関する監視指導 

（１） 産業廃棄物処理業等に対する監視指導 

産業廃棄物については、野外焼却や不法投棄など不適正処理に関する様々な問題が全国的

に生じています。当センターでは、廃棄物処理法に基づく（特別管理）産業廃棄物収集運搬業の

許可を行うとともに、（特別管理）産業廃棄物処分業および一般・産業廃棄物処理施設の設置許

可（県知事の許可）の申請窓口となっており、これら許可業者や排出事業者に対して、廃棄物処

理法に基づく監視や適正処理に係る指導を行っています。 

また、休日や夜間のパトロール（民間委託を含む）など、不法投棄等のおそれのある場所を中

心とした定期的な監視も継続して実施しています。 

 

表４ 廃棄物関係施設立入検査件数の年度推移 

区  分 年  度 
産業廃棄物 

処理業 

産業廃棄物 

処理施設 

一般廃棄物 

処理施設 
計 

立入検査 

平成 30 年度 408 325 160 893 

平成 29 年度 315 278 171 764 

平成 28 年度 319 304 162 785 
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（２） その他の監視指導 

  ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を含有する使用されなくなった変圧器（トランス）やコンデンサー、安

定器等のＰＣＢ廃棄物の保管施設に立入検査を行い、保管状況を確認するとともに、ＰＣＢ廃棄物

については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」で処分期限

が定められていることから、早期の処分を行うよう指導しています。 

  また、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき登録や許可を受けている引取業

者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の施設への立入検査を行い、使用済自動車の適正

処理に係る指導を行っています。 

 

４ 廃棄物の適正処理推進に関する取り組み 

当センターでは、福井地区廃棄物不法処理防止連絡協議会（※）を設置し、関係機関の連携

を図るとともに、合同パトロールの実施や不法処理防止に係る啓発活動、不法投棄廃棄物の撤

去等を通じて、廃棄物の適正処理を推進しています。 

 
※福井地区廃棄物不法処理防止連絡協議会 （事務局 当センター） 

（構成） 福井市、永平寺町、農林総合事務所、土木事務所、警察署、森林組合、 

漁業協同組合、福井県産業廃棄物協会、当センター 

 

（１） 不法投棄物の撤去について 

不法投棄は、投棄者が不明な場合が多く、投棄物の撤去は土地所有者に大きな負担となり、

撤去が困難化して放置状態になるばかりでなく、新たな不法投棄を助長する要因となります。 

 また、生活環境保全上の支障をきたすおそれもあることから、行政、事業者および住民が連

携した撤去方策を推進することが必要になります。 

このため、福井地区廃棄物不法処理防止連絡協議会では、地域住民ボランティアや産業

廃棄物協会などの協力を得ながら、不法投棄廃棄物の撤去支援を行っています。 

 

 

（２） 不法処理防止に係る啓発活動について 

県内の各センターでは、６月の「環境月間」、１２月の「不法投棄等防止啓発強調月間」を中

心に不法処理防止に係る啓発活動を実施しており、啓発リーフレットの配布、排出事業者や処

理業者に対する実地監視などを通じ、再資源化の促進等、廃棄物の減量化や適正処理の推

進についての意識啓発を図っています。 
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（３） 産業廃棄物の適正処理に関する研修会について 

廃棄物処理法に基づき、事業者は、その産業廃棄物を適正に処理する責任があり、産業廃

棄物処理業者に処理を委託する場合には、委託契約を締結し、産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）を交付するなどの義務があります。 

当センターでは、これらの委託契約などの手続きを分かり易く周知するため、平成 30 年 10

月 31 日に中小規模の排出事業者を対象とした「産業廃棄物処理基礎講座」を開催し、１51

名の方々が参加しました。 
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当センターでは、水・大気環境を保全するため、各公害防止関係法令に基づく届出の審査業

務や工場・事業場等への監視指導、水質、大気等の環境調査などに取り組んでいます。 

 

１ 公害関係法令 

「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「土壌汚染対策法」「ダイオキシン類対策特別措置法」

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」「福井県公害防止条例」などの法令・条

例に基づく届出に対し、その内容が適切か審査するとともに、事業場への立入検査を行い、施設

の適正な維持管理などについて指導を行っています。 

 

表１ 各法令に基づく届出工場・事業場数    （平成３1 年３月３１日現在） 

公 害 関 係 届 出 対 象 工 場 ・事 業 場  福 井 市  永 平 寺 町  計  

大気汚染防止法対象工場・事業場 

（電気・ガス事業法／VOC） 

250 

(101／2) 

12 

(5／0) 
262 

(106／2) 

水質汚濁防止法対象工場・事業場 -※ 32 32 

ダイオキシン類対策特別措置法対象工場・事業場 15 2 17 

公害防止管理者選任工場・事業場 19 0 19 

福井県公害防止条例に規定する特定工場 12 0 12 

福井県公害防止条例特定施設設置工場・事業場 31 1 32 

公害防止管理責任者選任工場・事業場 88 9 97 

   ※水質汚濁防止法については福井市が所管 

 

表２ 公害関係苦情の発生件数 

市 町 年 度 大気汚染 水質汚濁 騒  音 振  動 悪  臭 その他 計 

福 井 市 
平成 30 年度 3 1 2 0 0 7 13 

平成 29 年度 4 0 1 0 0 6 11 

永平寺町 
平成 30 年度 1 1 0 0 0 0 2 

平成 29 年度 0 6 0 0 0 0 6 

計 
平成 30 年度 4 2 2 0 0 7 15 

平成 29 年度 4 6 1 0 0 6 17 

 

２２ 公害 
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２ 水・大気環境の保全 

油の流出や魚類のへい死等の水質事故に対しては、関係機関と連携しながら、その被害拡大

の防止、原因究明および原因者に対する指導等、迅速な対応に努めています。また、建築物の

解体における特定粉じん排出等作業では、作業基準の遵守状況や排出されるアスベスト廃棄物

の適正処理について、事前に計画を確認するとともに、立入検査により作業場の隔離・養生等が

適切かどうか確認を行い、健康被害の発生防止に努めています。 

 

表３ 公害関係事業場等立入検査件数 （平成 30 年度） 

市 町 
大気汚染防止法 

ばい煙発生施設 

水質汚濁防止法 

特定工場 

ダイオキシン類 

特定施設 

公害防止条例 

特定工場 

アスベスト 

排出等作業 

福 井 市 55 -※ 39 14 41 

永平寺町 2 7 4 0 5 

計 57 7 43 14 46 

※水質汚濁防止法については福井市が所管 
 

３ 地下水汚染の防止 

地下水汚染を早期に発見するため、毎年、全般的な地下水の概況を把握するための調査を

実施しています。その概況調査で汚染が発見された時には、汚染の範囲や汚染源を特定するた

めの汚染井戸周辺調査を実施し、汚染原因者に対して浄化対策を指導しています。 

また、地下水汚染が発見された地区では、継続的な監視を行うため、継続監視調査を実施し

ています。 

 

 

４ 地盤沈下の防止 

県公害防止条例では、地盤沈下を防止するために、揚水機の吐出口断面積１９．６㎝ 2 以上の

ものについて、事前の届出を義務づけており、地下水採取者に対し、節水や水利用の合理化を指

導しています。 

また、「福井県地盤沈下対策要綱」では、過去に著しい地盤沈下が観測された福井市南部地

域について、地下水の揚水抑制などの指導を行っています。 
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５ フロン類の排出抑制の推進 

業務用エアコン、業務用冷蔵冷凍機器を整備・廃棄する際には、「フロン類の使用の合理化及

び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑制法）に基づいて冷媒フロン類の充填、回収が行わ

れています。これらの充填、回収を業として行う第一種フロン類充填回収業者は、都道府県知事

の登録を受ける必要があります。 

当センターでは、事業者が適切な資格や装置を有しているかなどについて登録審査を行うとと

もに、登録事業者への監視指導を行っています。 

 

表４ フロン排出抑制法に基づく登録事業者数 （平成３1 年３月３１日現在） 

第一 種 フロン類 充 填 回収 業 者  241 
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多様化する住民ニーズや価値観・ライフスタイルの中で、住民の生活に密着した身近な課題に

ついて、きめ細かく総合的なサービスを提供していくためには、地域保健・福祉・環境を担う人材の

育成が重要となっています。 

そのため、当センターでは、保健・福祉・環境関係の基礎的知識の習得を目的とした「一般研

修」と専門性向上を目的とした「実践研修」による「地域保健・福祉・環境関係職員研修」を実施し

ています。 

また、管内市町および当センターの代表者による企画検討委員会を設置し、研修の企画・立案、

評価・検証を行っています。 

 

表１ 平成３０年度実施状況 

実施日 開催場所 内 容 ・ 講 師 人数 

平成30年

6月29日 
当センター 

テーマ：効果的なチラシの作り方 

講 師：当センター 四方医幹 

     さばえNPOサポート広報担当職員 松田恵 氏 

○講義 「効果的なチラシを作る時のポイント」 

○演習 「実際にチラシを修正してみよう」 

26 

7月12日 当センター 

テーマ：衛生害虫の理解と対応について 

講 師：当センター 四方医幹 

     福井県ペストコントロール協会 事務局長 八田氏 

○講義 「衛生害虫が媒介する病気」 

○演習 「衛生害虫の理解と対応」 

23 

平成31年

12月7日 
当センター 

テーマ：クレームに潜んだメンタルヘルス問題への対応について 

講 師：臨床心理士 齊藤荘二 氏 

○講義 「クレームに潜んだメンタルヘルス問題の対応について」 

○事例に対する助言 

23 

1月17日 
福井県立 

図書館 

テーマ：歯科保健活動・健康づくり対策について 

講 師：滋賀県衛生科学センター所長 井下英二 氏 

     福井県健康福祉部 健康増進課参事 谷口孝子 氏 

○講演 「健康長寿滋賀県における歯科保健活動・健康づくり対策」 

○報告 「福井県の健康づくり」 

○ディスカッション、質疑応答等 

36 

 ※対象者：福井市・永平寺町・当センター職員 

表２ 平成 30 年度企画検討委員会実施状況 

実施日 開催場所 内容 人数 

平成 30 年 

5 月 9 日  
当センター ・平成 30 年度研修計画 10 

平成 31 年 

3 月 20 日 
当センター 

・平成 30 年度の研修の実績報告および評価 

・平成 3１年度研修計画 
10 

 

２３ 地域保健・福祉・環境関係職員研修

研修 
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１ 臨床研修医師の受入れ 

当センターにおける多様な業務を理解、体験することで、医師として必要な公衆衛生活動に対

する具体的な知識、態度等を身につけることを目的に研修医の受入れを行っています。 

 

表 1 臨床研修医師受入状況                             （平成 30 年度） 

医 療 機 関 名 期 間 人数 

福井大学医学部附属病院 平成 30 年 11 月 1 日～11 月 30 日 ２ 

 

 

２ 実習生の受入れ 

地域における保健福祉の行政機関としての当センターの機能、役割を知り、実際の体験を通し

て理解を深めることを目的に、看護学生等の実習生の受入れを行っています。 

 

表 2 実習生受入状況                                  （平成 30 年度） 

学 校 名 種 別 期 間 人数 

福井大学医学部看護学科 看 護 平成 30 年 6 月 25 日～7 月 6 日 ５ 

 
 

 

 

２４ 研修生・実習生の受入れ 
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地域保健対策の推進に関する基本的な指針が平成２４年７月に一部改正され、その中で、ライ

フステージを通じた正しい生活習慣の確立のためには、生活習慣が形成される時期に展開される

学校保健と地域保健とが密接に連携することの意義が極めて大きいとされています。 

これまでにも各種業務や情報交換等、様々な形で連携を継続しており、平成３０年度は、市町

養護教諭部運営研究会での情報提供などを通して、健康福祉センターが保有する専門知識や技

術を教育の場に提供しています。 

                                                            

平成３０年度実施状況     

内      容 回  数 

情報提供・普及啓発   

（喫煙防止、歯科保健関係、摂食障害家族会 等） 

2 
＊養護教諭研修会時 

 

２５ 学校保健と地域保健の連携 



 

 

〒918-8540 福井市西木田 2 丁目 8-8 
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FAX (0776) 34-7215 

メールアドレス f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

 

 

 

 

笑顔で親切なサービスを提供します 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

足羽川 

福
井
駅 

福井県庁 

福井銀行 

至田原町 

市内バス乗場 

幸橋 

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線 

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り 

至足羽山 

福鉄・商工会議所前 

至鯖江 

商工会議所 

福井健康 

福祉センター 

繊協ビル 

交 通 の ご 案

内 

内 

（ 福 井 保 健 所 ） 

地域支援室        TEL (0776) 36-1117 

福 祉 課        TEL (0776) 36-2857 

地域保健課         

保健医療グループ   TEL (0776) 36-6810 

健康増進グループ   TEL (0776) 36-3429 

環境衛生課           TEL (0776) 36-1118 

〃            TEL (0776) 36-1119 

● ＪＲ      福井駅下車      徒歩15分 

● 市内バス  商工会議所下車   徒歩 2 分 

● 福鉄電車 商工会議所前下車 徒歩 2 分 


